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午前１０時００分 開会

○松田委員長 ただいまから民生教育委員会を開会いたします。

報道機関から撮影の申出がありましたので、これを許可いたします。

本日は、９月１０日の本会議で当委員会に付託されました陳情２件について審査すると

ともに、５件の報告を受けます。

なお、陳情に係る意見陳述者の有無によって審査順が異なることをあらかじめ御承知く

ださい。

初めに、陳情第１００号、「カリキュラム・オーバーロード」の改善を求める意見書採択

の陳情書についてを議題といたします。

当陳情の審査に当たり、参考人として陳情提出団体、鳥取県教職員組合西部支部の山岡

孝平様に御出席いただいております。

早速説明をしていただきたいと思いますが、説明は分かりやすく簡潔にお願いいたしま
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す。また、説明は着席したままで構いません。

それでは、山岡様、お願いいたします。

○山岡氏（参考人） 皆様、本日はこのような機会をいただき、ありがとうございます。

鳥取県教職員組合の西部支部で書記長をしております山岡と申します。

こちら、カリキュラムオーバーロードの改善を求める意見採択の陳述書の１番の要点は、

学校教育に詰め込み過ぎたカリキュラムを見直し、子どもたちにゆとりのある学びを保障

してほしい、このことを米子市議会から国へ要望していただきたいというものです。

こちらの陳述書を出させていただいた背景として、カリキュラムの過密というものがあ

ります。学習指導要領は、改訂のたびに新しい内容、例えばＩＣＴ活用、外国語教育、深

い探求的な学びなどを追加してきました。どれも重要な内容ではありますが、従来の内容

はほとんど削られないまま積み重なっているという現状です。

そのため、例えば小学校の５年生の算数では１日の平均授業時数が増加しており、子ど

もと向き合う時間や教材研究の時間を圧迫しているというところです。具体的にページ数

を見てみると、この２０年間で１授業当たりの進まなければならない、教えなければなら

ない部分が１.５倍に増加しております。１時間当たり教えるべき内容が増えるということ

は、教師も子どもも消化不良のまま次の内容へと進まざるを得ない状況というのが生まれ

やすいということです。

このことが、子どもたちへの次のような影響を及ぼしています。一つは、学習内容の表

層化、理解が浅いままに次の内容に移ることで、置き去りにされる子どもがどうしても増

えてしまう。また、協働活動や探求の時間が十分に取れず、本来育むはずの生きる力を育

む機会が不足してしまう。また、内容が過多なため、心身の負担、授業や宿題などが重な

り、子どもの中には学校の終わった後、学童に行く子もいますが、学童の先生から電話が

来て、すごく疲れてるんですけど何かありましたかという電話を受けたこともあります。

特にいつもと同じような学習活動を行っているけど、そういう状況が生まれてしまうとい

うのが現状です。

また、子どもたちだけではなく、教職員への影響ももちろんあります。本来かけたいは

ずの授業時間に勤務時間内で十分な授業準備の時間が確保することが難しい。また、本来

子どもとじっくり向き合うべき時間、日中子どもたちがいる時間に十分な向き合う時間が

取ることができない、そういった課題が出てきております。

また、米子市にとっての課題として、米子市では５校時下校、学期末、学期初めの５校

時下校などの独自の工夫が行われているということに関しては教育委員会に対しても大変

感謝しておりますが、どうしてもこれが部分的な子どもたち、先生方への負担の緩和にと

どまっているところです。根本的な改善を目指すには、授業内容と時間が過密であること、

これを市から国へ制度レベルでの改善を求めていくこと、これが必要になります。

なので、今回の陳情では、学習指導要領の内容の精選、授業時数などの適正化、現場の

裁量を生かせるような仕組みづくりといったことを挙げております。

繰り返しになりますが、カリキュラムの精選は、教職員の負担を減らすためだけではあ

りません。子どもに深い学びと豊かな人間的成長を保障し、教職員の働き方改革を進める

ために不可欠です。ぜひ、米子市議会からも、国に対してカリキュラムオーバーロードの

是正を強く求めていただきたいと思います。
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御清聴ありがとうございました。

○松田委員長 説明は終わりました。

参考人に対して、質疑はありませんか。

渡辺委員。

○渡辺委員 どうも御苦労さまです。

ちょっとお伺いしたいんですけど、カリキュラムオーバーロードの話というのは今、国

でも話し合ってるんですけど、ゆとり教育の呪縛みたいなところが保護者にもあるんです

よね。そうすると、保護者に対してどういう説明されて、どういう理解を得ておられるの

か。それと、世界有数の学力があるという日本ですけども、これを行った場合ですよ、国

に上げて、学力はどういうことになるのか、この２点をお伺いします。

○松田委員長 山岡様。

○山岡氏（参考人） 御質問ありがとうございます。

一つは、ゆとり教育から受けて学習量が減っていた時期に比べてというのを踏まえての

今こういう状況になっている。それを保護者がどういうふうに捉えていくかというのの説

明ということでしたが、一番は、現状として、やはり子どもたちが十分に消化し切れない

量になってる。当然消化し切れない学習量というのは、そこに積み残しというものが残っ

ていく。分からない部分がどうしても残ってしまうということは、分からない部分は次の

学年であったり次の単元に関係してくるので、そこに対して子どもたちもなかなか前向き

に向き合えなかったりというところで、不登校であったりとか学校に対して前向きに向か

えないという部分があります。

なので、少しでも子どもたちによりきちんと理解をさせた上で学習を進めていくという

意味での確実な学びの積み重ねというところを、保護者には説明をしていかなければなら

ないなと感じているところです。以上になります。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 ということは、まだ保護者の理解は得られてないというふうに私は、さっき

の答弁では感じたんですけども、学習の進度というのは、複数クラスあると担任によって

も違うんですよね。必ずしもこのカリキュラムオーバーロード一点ではないと私は思いま

す。これは意見として言っておきます。

○松田委員長 ほかに質疑はありませんか。

こういった業務を減らすという問題については、総論賛成で、でも各論で見

るとやっぱりこれも必要、これも必要ということでなかなか減らせないということが起こ

りがちなんですが、先生の側から見て、ここが過積載だなと思われるところを教えていた

だければと思います。

○松田委員長 山岡様。

○山岡氏（参考人） 今、過積載な部分はどこかなというところをお尋ねいただきました。

現在、複数教科で似たような分野を扱っている、社会科でも扱っている内容だけども、例

えば国語科でも同じような内容を扱ってる。そこの重なりをしっかり区別して、例えばこ

れは、じゃあ地域のことについてインタビューすることや地域について学ぶ学習について

は国語科として一つまとまったものとして扱おうなどの、そういう重なりなどを少しずつ
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精選するといったことも必要かなと考えております。以上です。

ありがとうございます。

○松田委員長 ほかに参考人に対する質疑はございませんでしょうか。

岡田委員。

○岡田委員 今日はありがとうございます。

先ほどから子どもさんたちが消化不良だという御意見をしておられるんですけども、そ

れはデータ的にそういうものがあるんですか。消化不良になってるというようなデータと

いうのがあるのかどうかをお伺いしたいと思います。

○松田委員長 山岡様。

○山岡氏（参考人） 消化不良という言葉についてデータがあるかという御質問でしたが、

私が今現在持ち合わせてる部分でいうと、ないというのがお答えです。ですが、私も昨年

まで現場で勤めていて、実際に子どもたち、なかなか理解が進まない子どもたちがいる。

もちろん私自身の教える技量の問題もあるかと思いますが、それこそ算数の学習を先ほど

から例に取っていますが、一つの単元を教えて、その確認をするテストをする。そのテス

トに対して何か子どもたちに返しながら、理解が十分かどうかというのを確かめていくと

いうことをするんですけど、次の学習をすぐ始めないと、実際にその学習が収まらないと

いう現状が、学期末までにということが起きています。何か教える内容に対してこちらが

せかして子どもたちに教えないといけないような状況が出てるなという実感もありますし、

子どもたちが実際に、じゃあこれを分かり切って次の学習に進んでるのかと言われると疑

問だなと思うところが昨年までありました。以上です。

○松田委員長 岡田委員。

○岡田委員 そうしますと、データはないけれども、山岡さんの体感として、御経験とし

てはあるということでよろしいんですね。

○松田委員長 山岡様。

○山岡氏（参考人） そのようになります。

少し前の質問に戻って、ゆとり教育という言葉が出たんですけど、ちょうど私がまさに

そのゆとり教育の真っただ中にあったんですけど、もちろん学習内容が減少した部分での

学習効果はどうだったのかという意見が残るのは承知しております。ですが、実際自分が

子どもの立場で教育を受けていた頃は、一つの単元が終わった後にしっかり先生方がその

学習に対して振り返って、内容を個々の子どもたちに対して見てあげるという時間がしっ

かり取れていたというような実感があります。ですが、実際自分がじゃあ教育現場の教師

として立ったときにそういうことができているか、実際に今のこのカリキュラム的な部分

でできるかと言われたら、継続的に難しいなというところが所感です。以上です。

○松田委員長 ほかに参考人に対する質疑はございませんでしょうか。ございませんね。

参考人に対する質疑を終結いたします。

次に、この陳情の賛同議員であります錦織議員の説明を求めます。

賛同議員は、賛同の理由のみを簡潔に述べてください。

錦織議員。

○錦織賛同議員 錦織です。それでは、この陳情の賛同意見を述べます。

子どもたちの学校カリキュラムが、別紙の説明があったように２０年間で１時間当たり
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の内容が１.５倍になるなど増加し、小学高学年になるとほぼ毎日６時間の授業時間です。

以前ならテストをする場合に練習、そしてテスト、終わると解説、振り返り、確認、そし

て時間が残れば教員も子どもたちと遊んだり、関わりを持つ余裕があったけれども、現在

は時間に追われてそういう時間が取れないというのが教師らの悩みだということもお聞き

しました。

文科省が示す学校が教えるべき内容が、子どもたちが学び切れない量や先生が学校で教

えられる許容量を大幅に超える深刻な状態だというふうに思います。

鳥取県は少人数学級で全国の先進を行く取組がされていますが、学校はゆとりがあり、

楽しく学べる場所でなくてはならないのに、これでは先生も生徒もいっぱいいっぱいでは

ないでしょうか。先生の休職や不登校児童生徒が増えている一因になっているのではと考

えます。

カリキュラムオーバーロードの早期改善はどうしても必要であり、陳情に賛同いたしま

す。以上です。

○松田委員長 賛同議員に対して、質疑はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

ございませんね。ないようですので、賛同議員に対する質疑を終結いたします。

そのほか、質疑はございますか。

〔「なし」と声あり〕

ございませんね。ないようですので、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

採決に向けて、委員の皆様の御意見を求めます。

では、岡田委員から行って、こういう感じで。

岡田委員。

○岡田委員 私は、説明をいろいろいただきましたけれども、採択をしない、不採択を主

張させていただきたいと思います。

理由といたしましては、言われるように詰め込み過ぎだという側面があるのかもしれま

せんけれども、やはり子どもたちが学ぶべきことというのは当然文科省を中心に各審議会

開いて決めておられるんだろうと思いますんで、その中でただ単にカリキュラムオーバー

ロードの改善を求めるというだけではなくて、教職員のもっと増員だとか、それから福祉

との連携をもっと強めるとか、そういったようなことを通じて学校現場、教職員の方の働

き方の改革も含めてやっていくべきだろうというふうに思いますので、カリキュラムオー

バーロードだけを取り上げて改善を求めるという、この趣旨の意見書に対しては、私は不

採択を主張したいと思います。以上です。

○松田委員長 じゃあ不採択ということで。

又野委員。

○又野委員 私は、採択を主張いたします。

陳情の資料の中にもありますけども、実際に時間数が増えたりってしているのは事実で

ありますし、先ほどの陳述の中からも、実態として子どもたち、そして教職員の方々の負

担も増えているということが分かりました。

私の個人的な意見としては、勉強の量を増やすというよりは、やはり子どもたちが自ら
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が勉強したくなるといいますか、勉強をすることとか物事を知ることが楽しいって思える

ような環境をつくるというのが学校、特に義務教育の場では必要なのじゃないかなと思い

ます。詰め込み教育というのは、逆にそのような勉強を楽しいって思わせることから離れ

ていくような気が私としてはしますので、やはりこのカリキュラムオーバーロードという

のは改善されるべきだと考えますので、採択を主張します。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 私は、不採択を主張したいと思います。

まず、この陳情ですけれども、カリキュラムオーバーロードと捉えるときに、子どもに

対する負担、それから教職員に負担というところで、２つの側面からしっかりと見ていか

ないといけないというふうに考えております。

まず、文科省で学習指導要領のことについてどのような議論しているのかということを

私なりに振り返ってみまして、平成２８年頃からこの議論は学力観ですね、質であるとか

能力への変化に向かっていくということとか、理念として社会に開かれた教育課程という

ことで、そのような視点からの議論が現在まで続いてきたものだということが分かりまし

た。その中の一つが、コミュニティ・スクールであるとか教員を目指す方々への教育内容

まで議論をされ、様々な取組が進んできているところと理解をいたしました。

今回の陳情理由に記載の児童生徒、教職員の皆様方の現状、諸課題という部分について

は御説明もいただきましたとおりで共有をいたしますけれども、現在の不登校であるとか

貧困、いじめ改善策等には、カリキュラムオーバーロードの早期改善だけではないという

ふうに私は考えております。

この諸課題の解決にカリキュラムオーバーロードの解消、そしてその上で学習指導要領

の内容の精選を求める陳情については賛同できませんので、不採択を主張させていただき

ます。

○松田委員長 伊藤委員。

○伊藤委員 私は、採択の立場で発言させていただきます。

先ほど陳情者もありましたように、詰め込み過ぎたカリキュラムを見直して、ゆとりの

ある学びの保障をするということは、大変重要だと思っております。

市はいろいろ工夫してくださっていて、それは本当に御努力に敬意を表したいと思いま

すけれども、それも限界があるのではないかと思っております。

一方、不登校でいいますと、５年間で小１の不登校児は県で約６倍ですけれども、米子

市では約８倍となっています。このことはいろいろ議論が続いてますけれども、本当に喫

緊の課題だと思っております。

先ほど来、皆さん方がそれだけではないというふうに言われますけれども、私は大きな

一つの要因だと思っています。つまずいている子どもの相談を受けることがございます。

その子どもたちの中には、ほぼ不登校、それも小学校から、中学校からほぼ学校に行けて

ない、学校でいづらい。なぜいづらいというと、やっぱり余裕がなく、何かぴりぴりとし

た感じというふうに言います。勉強が分からないことが多いけれども、先生も忙しそうで

とても聞けない。私なんか、どうせ私なんかというような気持ちになって置き去りになっ

ていくというふうなことですし、できない自分を責めて、自信を失って生きる力をなくす

というようなことも聞いております。
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やはり学校は集団生活、それで楽しく学ぶということが必要だと思っております。あれ

もこれも学ばせたいという気持ちは、大人の気持ちは分かりますけれども、やっぱり子ど

もたちの気持ちになってよく見ていく、そのことが不登校をなくす一つでもあるのではな

いかと思っております。

ぜひ改善したいと思いますので、この陳情に採択いたします。以上です。

○松田委員長

先ほど質問させていただいて、過積載の部分は教科の重複などあるというふ

うに伺いました。私も個別の授業を見ますと、これは本当に学校でやるべきことなんだろ

うかというふうに疑問を持つものも多々あります。

コミュニティ・スクールに関しましても、場合によってはさらなる教員への負担を増す

のではないかというふうに危惧をしているところです。

教員の負担軽減というのは、やはりＤＸでは限界があります。真に軽減をするためには、

やることを減らすという必要があります。政治の介入などもあり、学校であれもこれも要

求した結果である現在のカリキュラムオーバーロードという状況を改善する必要について、

そのことについては理解をしております。

この陳情理由におきまして、不登校について冒頭に述べられているんですが、この不登

校という問題も、また学校教育そのものの在り方の問題であると考えています。先ほど学

習内容を消化し切れないまま進むといったような現状を御報告いただきましたが、これに

関しても、例えば自由進度学習の導入など、大きな視点から見た教育改革というものも必

要と思います。

そういう観点から見ますと、このカリキュラムを減らすことによってできた時間で教材

研究や授業準備をしたいんだというような御主張もあったかと思いますが、そういったこ

ともある意味聖域化せずに考えていく時期が来ているのではないかと考えますので、本陳

情につきましては趣旨採択としたいと思います。以上です。

○松田委員長 趣旨採択ということですね。

渡辺委員。

○渡辺委員 私は、教育は国の柱だと思ってます。そして、市が国に対して意見書を上げ

るというのは、非常に重たいもんだと思ってます。結論的に言うと、採択しない、不採択

ですけども、拙速なところがあるんだと思うんですね。先ほどもカリキュラムオーバーロ

ードも、岡田委員が言うように取り出しておられますけど、これは教職員のワークオーバ

ーロードの話もありますし、カリキュラムマネジメント、この３つを全部話し合ってもな

いのに１点抜き出して国に意見書を上げるというのは、私は拙速だと思います。

昨年、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会の答申が出てます。「教育

課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合う必要性はあるが、その負担感がどのよう

な構造により生じているのか精緻に議論すべき段階である。」というふうに検討会の意見が

出てます。ということは、まだまだ議論が尽くされてない、本当に今言われるようなカリ

キュラムオーバーロードは学習指導要領だけで来てんのかと、そこも分かってない。そう

いう段階で国に意見書を出すのは私は適当でないと考えますので、不採択です。

○松田委員長 門脇委員。

○門脇委員 本陳情に関しましては、採択しない、不採択を主張いたします。
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この陳情内容に関しましては、私も非常に共感をするとこがありまして、教職員の負担

軽減については定数の改善が働き方改革とともに大変重要だろうと考えております。

一方で、国においては社会情勢が刻々と変化する中で、時代に即した教育の充実や地域

と共にある学校づくりの推進を図るとともに、この陳情内容につきましても現在その政策

を進めているものと理解しております。

よって、改めて意見書を提出する必要はないと考えますので、採択しない、不採択を主

張いたします。以上です。

○松田委員長 討論を終結いたします。

お諮りします。

本件について、趣旨採択に賛成の委員の挙手を求めます。

○松田委員長 賛成少数であります。

それでは、改めて採決いたします。

陳情１００号、「カリキュラム・オーバーロード」の改善を求める意見書採択の陳情書に

ついて、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。

○松田委員長 賛成少数であります。よって、本件については、採択しないことに決しま

した。

次に、先ほど不採択と決しました陳情第１００号について、採決結果の理由の取りまと

めを行います。

採決結果の理由につきましては、先ほど各委員から出されました御意見を正副委員長に

おいて集約しまして各委員に御確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と声あり〕

○松田委員長 御異議ありませんので、そのようにさせていただきます。

以上で本件は終了いたします。

次に、陳情第１０１号、ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、２０２

６年度政府予算に係る意見書採択の陳情書についてを議題といたします。

当陳情の審査に当たり、参考人として陳情提出団体、鳥取県教職員組合西部支部の山岡

孝平様に御出席いただいております。

早速説明をしていただきたいと思いますが、説明は分かりやすく簡潔にお願いいたしま

す。また、説明は着席したままで構いません。

それでは、山岡様、お願いいたします。山岡様、どうぞ。

○山岡氏（参考人） では、続きまして、ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかる

ための、２０２６年度政府予算に係る意見書採択の陳情書について御説明させていただき

ます。

こちらの陳情に込められている願いの部分は、子どもたちにより丁寧な教育を保障する

ために教職員を増やし、その財源を国に確保していただきたい、このことを米子市議会か

ら国に要望していただきたいです。

現場の現状ですが、貧困やいじめ、不登校、特別支援、先ほどから上がっているような
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様々な問題を抱えているというのが学校現場です。それに対応するため、教職員は例えば

出勤前の時間帯、８時から児童が登校するため、そちらの登校した児童の対応に当たって

いる。本来休むはずの昼休みも、実際は子どもたちのトラブルや学習の指導のために時間

を充てている。また、子どもたちが帰った後は、保護者の対応に追われている。そうなっ

てくると、授業の準備というのは必然的に定時を終わった後の時間に押し出されていると

いうことが起きています。本来、教職員が一番軸として行わないといけない学習指導の準

備の時間というのは、勤務時間に確保することがうまくできないという現状です。

また、鳥取県では今現在、小・中学校では国の基準を超えた少人数学級の実施を行って

おります。これに向けて米子市は、私が調べたところ、昨年度は約６,２００万円の負担を

しています。教員１人当たり２００万円の負担ということになっております。これは、本

来であれば国が責任を持って定数改善を行い、制度として進めていれば、この米子市が負

担している財源部分については、もっと別の教育施策に回すことができます。これが米子

市の子どもたちにとってとても大きなメリットになるかと思います。

また、国にこちらの陳情を上げていく、意見書を出していただくことで、米子市内から

でも高校に通っている子どもたちがたくさんいると思いますが、その高校においても、よ

り丁寧な教育を受けることができる、そういう教育の場を保障することができると言えま

す。

そこで、こちらの陳情では、大きく分けると３つ、少人数学級、より少ない人数の学級

での学習を実現する。小中では米子市では既に実現はされていますが、先ほど言ったとお

り、米子から通っている先の高校はいまだに４０人学級のままなので、こちらを３５人学

級を実現すること。また、専科教員や養護教諭、スクールカウンセラーなどの教諭を基礎

定数化することで、丁寧な指導体制をつくる。また、今、定年延長なども行われています

が、これからの将来の教育の担い手ということを意識して、安定した新規採用、処遇改善

を図ることなどを意見書として出していただきたいです。

この定数改善によって、より丁寧な教育、学力の向上を目指すだけではなく、子どもた

ちのより健全な心身の育成、心のケア、また教員自体の数が、母数が子どもたちに対して

増えることで、一人一人の教職員の働き方の改革にもつながります。子どもたちの未来を

守るためには、教職員の数を増やすこと、これを国に責任を持って行っていただく必要が

あります。

以上の観点から、どうか米子市議会として国に教職員の定数改善、こちらを図るための

意見書を出していただき、強く要望をしていただきたいと思っております。

御清聴ありがとうございました。

○松田委員長 説明は終わりました。

参考人に対して質疑はありませんか。

渡辺委員。

○渡辺委員 これ分かればでいいんですけど、先ほどの説明でも、鳥取県は小学校、中学

校を国基準よりもっと少ない人数で実施してますよね。それで高等学校は４０だから３５

にしてくれみたいな、という内容に見えるんですけども、これって私学と県立があるんで、

県は市町村立の寄附をもらわなくても自分の中でできることなんですよね、結局。なのに、

４０、４０で県が置いとる理由がもし分かればお聞かせ願いたいと思います。
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○松田委員長 山岡様。

○山岡氏（参考人） 御質問ありがとうございます。申し訳ありません。詳しい理由まで

は把握しておりません。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 そこの辺がね、やっぱり考えがあってのことだと思うんです。県立ですから

ね、高等学校は。私立もある、私学もありますけど。ちょっとそこは分からないというこ

とですか。いいです、分かればでよかった。いい。

○松田委員長 ほかに、参考人に対して質疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と声あり〕

ございませんね。

参考人に対する質疑を終結いたします。

次に、この陳情の賛同議員であります錦織議員の説明を求めます。

賛同議員は、賛同の理由のみを簡潔に述べてください。

錦織議員。

○錦織賛同議員 錦織です。陳情１０１号の賛同意見を述べます。

鳥取県では、片山前知事以降、少人数学級に力を入れて、国に先駆けて少人数学級を実

施していますが、これらは全て自治体負担となっています。少人数学級の必要性は既に言

い尽くされていますが、なかなか国は重い腰を上げません。やっと今年度から小学校の３

５人学級が実施されました。国の制度として実施されれば、米子市の財政負担も減り、議

会の質問でも度々上がっていますが、その分をトイレの洋式化やエアコン設置など有効に

回すことができます。さらに、高校での３５人学級や教職員の年齢構成のバランス確保は

重要であり、必要な財源措置はすべきであると考えることから、陳情に賛同いたします。

以上です。

○松田委員長 賛同議員に対して、質疑はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

ございませんね。

ないようですので、賛同議員に対する質疑を終結いたします。

そのほか、質疑はございますか。

〔「なし」と声あり〕

ございませんね。

ないようですので、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

採決に向けて、委員の皆様の御意見を求めます。

門脇委員からこういう形でお願いします。

門脇委員。

○門脇委員 本陳情に関しましては、採択しない、不採択を主張いたします。

陳情第１００号と同じく、この陳情に関しましても理解をするところでありますが、こ

の陳情にあります豊かな学びの実現や学校の働き方改革につきましては、国も最重要課題

の一つとして取組を進めているところであると理解をしております。

よって、本陳情についても改めて意見書を提出する必要はないと考えますので、採択し
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ない、不採択を主張いたします。以上です。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 私も、結論は不採択です。

先ほども質問させていただいたんですけども、いわゆる小・中学校の義務教育学校とい

うのは、ある程度学力というのは一つのクラスでもかなり差があると考えます、私は。

そういう中で、高等学校というのはある程度、受験をして入ってきてますから、学力が

義務教育ほどばらつきがあるとは考えにくいと思います。それと、私の一方的な考えでは、

だから知事は高等学校の少人数はやってないんじゃないのかなという考えと、もう一つは、

義務教育は米子市立ですからいいんですけども、高等学校は県立か私学ですよね。それで、

３５人学級にしなさいと国に対して意見書を出すというのは、ちょっとそこら辺の意見を

聞かずにというのは難しいと思います。学校を建てなきゃいけない、校舎を。そういう状

況も起こるかもしれません。

だから、そういうのを拙速に国に対して意見書で上げるのは賛成はできないということ

で、不採択とします。

○松田委員長 不採択ですね。

結論としては、採択しないとしたいと思います。

少人数学級の教育学的効果という面からは、研究成果というものがそろいつつあるとい

うふうに伺っておりますが、実際、先ほどの前段での御説明ありましたけど、これが実現

をしたところで、結局は教職員の方の負担というのは軽減しないのではないかというよう

なことを思いました。

なので、根本的に教員の負担軽減につながるためには、待遇の適正化というようなもの

が不可欠であって、少人数学級に加配をする教員の確保という意味でも、根本的な労働基

準法適用などの待遇をよくするというところから取り組む必要があると考えます。

少人数学級でできたゆとりがまたさらなる先生方の役割の追加につながる懸念もありま

すので、この陳情に対しましては不採択とさせていただきます。以上です。

○松田委員長 伊藤委員。

○伊藤委員 私は採択を主張いたします。

先ほど来ございましたように、国全体としても少人数学級の方向に向かっています。鳥

取県は３５人学級をいち早く実現しておりますが、先ほど錦織議員も言われたように、県

と市の負担がございます。昨年は６,２００万という多額の金額も米子市の負担になってお

ります。国が当然財源を保障していくべきと思っておりますので、それは採択をするべき

だと思っております。

少子化ですが、一人一人に丁寧に向き合って教育を保障していく、そのことが重要だと

思っておりますので、この陳情を採択して国に意見を上げる必要があると思いますので、

採択を主張いたします。以上です。

○松田委員長 次、矢田貝委員。

○矢田貝委員 不採択を主張させていただきます。

この時期、次年度の予算に係る意見書採択ということで例年出していただいてるんです

けども、この陳情を出されるたびに、私自身も保護者活動等で学校の先生方と御一緒させ
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ていただくことも多かったと思いますし、また学校に勤めさせていただいたこともありま

すので、先生方の教職員の皆様への感謝とともに、先生方が子どもの幸せとか成長を願っ

ておられる姿勢には敬意の念を毎年この陳情に触れるたびに深めるわけですけれども、と

いう意味で、この背景は理解をしますし、思いは受け止めさせていただきますが、一方で、

このタイトルのとおりに、学びの保障という部分での併記ということであるとか、不登校

や貧困などの諸課題の解決と一緒に出してこられる陳情という部分について、陳情につい

てで素直に少々違和感があるところでございます。

物事を深く考えていく学びの質の変化であるとか自由学習、体験学習の充実、また教員

以外の職員の配置の充実などをチーム学校であるとか、またコミュニティ・スクールなど

経済的支援拡充など、国において様々な施策を今進めている最中だというのが私の受け止

めでございます。

また、今後もそのように進んでいくものと思っておりますので、今回のこの陳情につき

ましては、不採択を主張させていただきます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 私は採択を主張いたします。

先ほど来からありますけれども、実際教職員以外でスクールソーシャルワーカーですと

か支援員さんとか充実を図っておられる、これは本当に大事なことで、すばらしいことだ

と思っておりますけれども、やっぱり子どもたちのより丁寧な学びということでいけば、

根本的には教職員の充実というのが必要不可欠ではないかなと私は思っております。

それもあってだと思います。まず国でも進められていますけれども、それでは不十分だ

と県は考えて、さらに少人数学級を進めているという状況。これを考えると、やはり少人

数の大切さというのは理解されているのではないかと思いますので、その負担をやはり鳥

取県内でも減らすためにも、国にこういう陳情を出すのは必要だと思いますし、国全体で

も進めていくことが必要だと思いますので、採択を主張いたします。以上です。

○松田委員長 次に、岡田委員。

○岡田委員 私は、採択をしない、不採択を主張させていただきます。

理由といたしましては、今、山岡様が説明されたこと分かるんですけれども、現実に国

におきましても、令和７年度は小学校の教科担任制や中学校生徒指導担任教師の拡充等の

ため２,１９０人の改善を行っており、小学校３５人学級の推進に伴う定数改善と合わせる

と５,８２７人の改善を行っております。要は、国のほうで問題意識を共有されて、現実に

進めておられますので、あえて米子市議会からこの陳情書を採択して意見書を提出すると

いうことは、私としては必要がないというふうに考えます。

○松田委員長 以上で討論を終結いたします。

これより採決いたします。

陳情第１０１号、ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、２０２６年度

政府予算に係る意見書採択の陳情書について、採択することに賛成の委員の挙手を求めま

す。

〔賛成者挙手…伊藤委員、又野委員〕

○松田委員長 賛成少数であります。よって、本件については、採択しないことに決しま

した。
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次に、先ほど不採択と決しました陳情第１０１号について、採決結果の理由の取りまと

めを行います。

採決結果の理由につきましては、先ほど各委員から出されました御意見を正副委員長に

おいて集約しまして各委員に御確認いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と声あり〕

○松田委員長 御異議ありませんので、そのようにさせていただきます。

山岡様、本日は御出席いただき、ありがとうございました。

以上で本件は終了します。

民生教育委員会を暫時休憩いたします。

午前１０時４６分 休憩

午前１０時５２分 再開

○松田委員長 民生教育委員会を再開いたします。

次に、教育委員会から４件の報告がございます。

令和７年度全国高等学校総合体育大会の開催結果について、当局の説明を求めます。

木村こども政策課高校総体推進室長。

○木村こども政策課高校総体推進室長 令和７年度全国高等学校総合体育大会の米子市

開催競技の開催結果について御報告を申し上げます。資料が６ページほどありますが、ポ

イントを絞って御報告させていただきたいと思います。

まず、資料の１ページを御覧ください。１、大会開催概要について。この夏、７月から

８月にかけて中国５県を中心に大会が開催され、本市では弓道とウエートリフティングの

２競技を開催をいたしました。

次に、２、大会参加者数ですが、選手、監督・コーチ、総勢１,６７４人、観客数は延べ

９,０５８人、トータルで延べ１万人を超える方々が全国からお越しになられました。

次に、３、役員・補助員数について。総計１,２３９人で、役員のみならず、多くの高校

生が補助員として大会運営に携わりました。

次に、４、大会結果ですが、団体の上位入賞校は記載のとおりでございます。

次のページ、２ページに移ります。（２）鳥取県勢の主な成績について。弓道競技におい

て、男子個人では米子工業高校の青戸選手が決勝戦に進出するなどの活躍をされました。

そのほかは、記載のとおりでございます。また、資料には記載しておりませんが、ウエー

トリフティング競技においても、米子工業高校の選手をはじめ鳥取県勢の多くの選手が自

己ベストを更新するなど、存分に力を発揮し、来年につながる戦いを繰り広げました。

次に、５、大会のまとめといたしまして、まず、（１）大会運営についてですが、全国各

地から選手、関係者及び観客など延べ１万人を超える方々が来場されました。選手たちが

日頃の練習の成果を存分に発揮し、また、観覧に来られた方々が少しでも快適に応援でき

るよう、高校生補助員はじめとしたスタッフが一丸となって準備、運営を当たった結果、

大変な盛り上がりの中、大きなトラブルもなく、無事に大会を終えることができました。

猛暑や大雨の中での開催でしたが、円滑に運営をすることができました。

また、４の（３）にも記載しておりますように、ウエートリフティング競技ではジュニ

ア日本新記録が樹立されるなど、選手の持てる力を出し切れる環境を整えることができま

した。これにつきましては、県外から来られた関係者の方からも、「記録を出すべき選手が
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ちゃんと記録を出している、そういう環境を整えてくれてありがとう。」というようなお褒

めの言葉もいただいたところでございます。

続いて、（２）大会開催の効果についてです。まず、弓道及びウエートリフティングの各

競技団体にとって全国規模の大会を主催することが貴重な経験となり、今後の大会運営や

競技振興にもつながるものと考えております。また、競技の運営補助やおもてなし活動を

通じて、高校生の自主性を伸ばす場となりました。さらに、全国レベルのプレーを間近で

見たことで、多くの方が競技やスポーツへの興味や関心を深める機会となったものと認識

しております。また、大会を通じて選手や関係者にとって本市が思い出の地となることで、

米子市の縁の創出にもつながったものと考えております。

そのほかの運営状況、おもてなし活動、広報活動などについては、３ページ以降に記載

しておりますとおり、大会の成功に向けて様々な活動に取組をいたしました。また、６ペ

ージには大会風景を掲載しておりますので、御確認ください。

説明は以上でございます。

○松田委員長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見等を求めます。

〔「なし」と声あり〕

○松田委員長 ございませんか。ないようですので、本件については終了します。

次に、官民連携・泳力向上学習に係る中間報告について、当局の説明を求めます。

前畑こども施設課長補佐。

〇前畑こども施設課長補佐兼学校施設担当課長補佐 そういたしますと、報告させていた

だきます。

こちらにつきましては、前回５月の民生教育委員会におきまして、泳力向上のためのテ

ィーム・ティーチングモデル事業ということで御報告させていただいたものの若干題名変

えてございます。

こちらにつきましては、今年度から小学校４校におきまして、屋内温水プールを活用し、

教職員と外部のインストラクターによる水泳学習のモデル事業に取り組んでいるところで

ございます。このたび１学期の事業が終わりましたので、そちらを踏まえまして中間報告

をさせていただくものです。

１番目のところに、１学期の事業実施の状況ということで表にまとめてございます。左

から学校名、プール施設名、それからその学校の状況、人数ですとか１学期に行った実施

回数、それから２学期に行う今後の残りの回数ということで表にまとめておりますので、

御覧いただければと思います。

１学期の実施期間としましては、記載のとおり６月の１７日から７月の２３日まででご

ざいました。その予定につきまして、各学校の予定ですが、夏休み期間中まで、夏休みは

海に行く機会が増えますので、１学期が終わるまでに各児童が最低１回は授業を受けれる

ようにというような形で組んだものでございます。１学期、延べ１５回事業を実施してお

りますが、３１名のインストラクターを活用することができたという状況でございます。

２番目に、モデル事業を始める前に御意見などをいただいておりましたものへの対応と

いうことで、（１）から（４）まで４点まとめてございます。学習時間、それから安全性、

商業施設内の移動、それから開館日、一般利用者との兼ね合いなどにつきまして対応を行
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っておりまして、事業を進める上でそれらにつきまして大きな支障はなく、おおむね計画

どおりできているものと考えております。

３番目のところに、これまでのところで学校から所感を聞いております。「児童はとても

喜んでいる様子である。」ですとか、そういった肯定的な声を多数いただいてる状況でござ

います。また、授業の様子につきましては、教育委員会事務局といたしましても、教育長

をはじめ事務局長、関係各課の職員によりまして随時確認いたしまして、今のところ順調

に進んでいるものだと認識しております。

最後に、４番目の今後のスケジュールでございますが、本日御報告させていただきまし

て、その後、最終の授業が１１月の１２日に車尾小学校が対応のものがございます。その

後、授業終了後に１１月以降にモデル事業の全体的な分析、検証を行いまして、また民生

教育委員会、それから米子市教育委員会、こちらへの報告を踏まえ、来年度の取組へつな

げてまいりたいというふうに考えております。

説明は以上です。

○松田委員長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見等を求めます。

又野委員。

○又野委員 中間報告ということなので、どこまで答えていただけるかはあれですけれど

も、２の想定された課題への対応のところの学習時間というところで、おおむね計画どお

り確保できたとあるんですけども、これまでも移動の時間ですとか学習時間が確保できる

かというところを委員会とかでも伝えていたところなんですけれども、そこら辺の実際の

移動時間がどれくらいかかったかとかというのは、計っておられるんでしょうか。

○松田委員長 仲倉教育委員会事務局次長。

〇仲倉教育委員会事務局次長兼学校教育課長 この点につきましては、従前来御心配の御

意見をいただいておりましたので、こちらにつきましては、モデル校４校がバスに乗って

移動する際に本市職員が同乗いたしまして、時間のほう計測いたしました。その結果、当

初こちらが想定していた２０分内で全て収まった移動時間であったということでございま

す。以上です。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 計っておられるということで、また最終的なところでいいですけれども、ど

の学校がどれくらいだったかとか、長いところ、短いところとかというのをちょっと見て

みたいなと思いますんで、最終的な報告のところででも出していただくことはできるもの

でしょうか。

○松田委員長 仲倉教育委員会事務局次長。

〇仲倉教育委員会事務局次長兼学校教育課長 では、最終的なところとおっしゃいました

けども、このたび計ったモデル校、それぞれちょっと御報告いたしますと、まず彦名小学

校については約１９分、崎津小学校が２０分、車尾小学校１２分、河崎小学校は１５分と

いうことでございます。以上です。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 分かりました。これはバスの移動時間だけの話ですかね。

○松田委員長 仲倉教育委員会事務局次長。
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〇仲倉教育委員会事務局次長兼学校教育課長 バスの移動のみでございますが、少し補足

させていただきますと、これ全て初回に計っておりまして、やはり初回でしたので結構時

間がかかった部分がございますが、これ以降は大分子どもたちも慣れてきておりまして、

職員も。これよりも短縮できているというふうに想定しておりますが、そこについてはま

だ計っておりませんので、その辺りのところはまた最終的なところで御報告できればなと

いうふうに思っております。バスの移動時間のみでございます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 できればどれくらい短縮できたのかというのも最終的に聞かせていただけ

たらなと思いますんで、また最後のところでよろしくお願いします。

それと、移動のときの教職員さんが負担になるんじゃないかという、そういうような話

もあったとは思うんですが、そこら辺については、何かありましたでしょうか。

○松田委員長 仲倉教育委員会事務局次長。

〇仲倉教育委員会事務局次長兼学校教育課長 特段現場のほうからも、負担ということは

伺っておりません。こちらとしましても、当初予定しておりました移動の際には当該時間

の授業の目当てですとか、それから後の振り返り、そのような時間に活用しているという

ふうな報告を受けております。以上です。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 分かりました。また最終的なところを聞かせてもらって、もしあればお教え

いただきたいと思います。以上です。

○松田委員長 ほかに意見等ございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○松田委員長 ございませんね。ないようですので、本件については終了します。

次に、義務教育学校整備事業の進捗状況について、当局の説明を求めます。

井原こども政策課長補佐。

〇井原こども政策課長補佐兼義務教育学校準備担当課長補佐 美保中学校区義務教育学

校整備事業の進捗事業につきまして御報告申し上げます。

１ページ目と次のページ、２ページ目の令和１３年４月開校目標に向けた事業スケジュ

ール表も併せて御覧いただきながら説明をさせていただきたいというふうに思います。

まず、スケジュール表の②の用地買収の状況についてでございます。市議会６月定例会

にて財産取得に関する議案を議決いただきまして、その後、所有権移転登記及び支払い処

理を実施し、用地取得は全て完了いたしました。

次に、表の③の建設地の造成につきまして、工事につきまして、９月上旬に業者選定に

係る入札を実施いたしまして、９月中旬に仮契約を締結いたしました。本定例会最終日に

工事請負契約に関する議案を提案させていただく予定としておりまして、議決いただいた

後に造成工事に着手する予定としており、本工事は令和９年６月末の完了を見込んでおる

ところでございます。

続きまして、表の④の建築設計につきましては、令和８年度に着手を予定しておりまし

た実施設計につきまして、事業の円滑な進捗を図るため、前倒しして実施することといた

しました。９月上旬に業者選定に係る入札を実施し、９月中旬に設計業務の委託契約を締

結いたしました。本設計業務は、令和９年３月末の完了を見込んでおるところでございま
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す。

また、表の⑦の学校建設地内の排水先水路である作兵衛川の一部改修に係る設計につい

てでございますが、今月末に完了する予定でございます。今後、工事着手時期に合わせま

して、工損調査を実施する予定としております。

次に、ソフト面の進捗状況と今後のスケジュールでございます。スケジュール表の中段、

⑧の校名選定につきましては、開校準備委員会におきまして令和６年度から校名候補の選

定について協議を進めておりまして、選定方法として公募を行うことを決定しております。

令和７年度は公募の方法、選定の要領、公募のスケジュール等について協議を行い、令和

８年度に公募を実施する予定としております。公募後は、開校準備委員会で校名候補を選

定し、教育委員会に報告いたします。教育委員会は、開校準備委員会から報告された校名

候補につきまして協議を行い、校名案を決定いたします。これにつきましては、令和９年

２月頃を予定しております。その後、開校時期に合わせまして米子市立学校設置条例の一

部を改正する議案を市議会に提出し、正式な校名が決定する運びとなります。

表の⑬の教育環境に係る検討についてでございますが、令和７年度は専門部会におきま

して通学路及び通学方法について協議する予定としておりまして、初回を１０月上旬に開

催し、順次検討を進めていくこととしております。

その他、ソフト面の各項目につきましては、来年度以降、各スケジュールに沿って開校

準備委員会及び専門部会におきまして調査検討を進めてまいります。

以上、現在の進捗状況及び今後のスケジュール等につきまして御報告をさせていただき

ました。今後とも子どもたちにとってよい学校をつくることを胸に、まずはこのスケジュ

ールに沿って令和１３年４月開校に向けまして鋭意事業の進捗を図ってまいります。今後

も事業の進捗状況につきましては、適宜報告をさせていただきたいと思っております。説

明は以上でございます。

○松田委員長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見等を求めます。

渡辺委員。

○渡辺委員 今日の報告をずっと見てたんだけど、あらかじめこれに沿ってやっていただ

ければ何もないんですけども、このソフト面で、私も小学校の同窓会長と中学は同窓会の

副会長してるんですけど、合併に至る経過も含めて一切何の連絡もないし、何も同窓会に

限って何かがあったことはないんですけど、これ今度義務教育学校ができると小中一緒な

んで新たに卒業生が出ていくんですけど、各同窓会が考えることだっていえばそうなんで

すけども、そこら辺、教育委員会としてはどういうお考えを持っておられるのかをちょっ

と聞いてみたいんですけど。

○松田委員長 長谷川教育委員会事務局長。

○長谷川教育委員会事務局長 学校の関係者への周知についての御質問かと思います。学

校の関係者の周知につきましても、同窓会も含めまして、今後状況につきましてはお知ら

せするように努めてまいりたいと考えております。

また、令和１３年４月目標ですけれども、それに向けて閉校行事ですとか開校行事とか

様々ございますんで、地域の方ですとかこれまで学校に通われた方、そういった方含めま

して、どういったようなセレモニー含めですね、できるかどうか考えながら、周知につい
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てもしっかりと取り組んでまいりたいという具合に考えております。以上です。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 学校関係者でくくってるのもいいんですけど、同窓会というのは閉校式も含

めて中心的にやるのは同窓会ですよね。生徒さん、ＰＴＡというのは今の保護者、同窓会

というのはＰＴＡ元役員から地区のこれまでの卒業生の取りまとめをしてる組織なんで、

ちょっと私はこういう仕事をしてますから説明聞いたりもできるんですけど、またあれが

回ってますけどね、義務教育学校便りかな、あれが回ってるんですけど、私はやっぱりそ

こら辺には顔を立ててあげたほうがいいと思いますよ。私は腹立てませんけど、腹立てら

れる同窓会長とかおられるかもしれませんから。そうするとまたトラブルが起こったと、

閉校に向かってですよ。そういうことにならないように考えていっていただきたい。これ

は要望しておきます。

○松田委員長 ほかに意見等はございますか。

門脇委員。

○門脇委員 私のほうからはちょっと直近のことでお聞きしたいんですけど、まず別紙の

この表の③、④のところですけど、造成工事につきましても、この図には書いてないです

けど、前倒しで工事をするようになったと。建築設計につきましても、今回このように前

倒しでするようになったと。今月の開校準備だよりの中では、造成工事が令和７年度中に

造成工事に着手するって書いてあったもんですから、これもしかしてまた遅くなって、来

年１月には、３月までが７年度中ですのでそうなったのかなと思ってましたけど、今日こ

の表を見まして、１０月から工事するっていうこと、これ間違いないですよね、こっちの

ほうが。まずこれだけをちょっと。

○松田委員長 井原こども政策課長補佐。

〇井原こども政策課長補佐兼義務教育学校準備担当課長補佐 今お示ししております予

定で進めさせていただきます。

○松田委員長 門脇委員。

○門脇委員 そこで、建設予定地の中にまだ建物が１軒というか、１つだけ残ってると思

うんですけど、これ今後の予定とか決まってましたか。何か僕らが見ると、あれが邪魔に

なるんじゃないかなと思ったりするんですけど、今後の予定はどうなってますか。

○松田委員長 井原こども政策課長補佐。

〇井原こども政策課長補佐兼義務教育学校準備担当課長補佐 １か所ほど倉庫がまだ残

ってるという状況でございますけれども、こちらに関しても本人様とお話をさせていただ

いておりまして、造成工事の進捗に影響が出ないというところで撤去を対応いただくとい

う話を進めさせていただいております。

○松田委員長 門脇委員。

○門脇委員 分かりました。今後も進捗に遅れが出ないように、よろしくお願いしたいと

思います。以上です。

○松田委員長 ほかに意見等はございますか。

校名の選定について確認をしておきたいことがあります。倉吉ではかなり大

騒動になったということが記憶に新しいわけでありますが、校名については、選ぶのが開
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校準備委員会で決定が教育委員会となっていますが、決定の最終責任者というのはどうな

りますでしょうか。

○松田委員長 遠藤こども政策課課長補佐。

○遠藤こども政策課長補佐 校名選定につきましてですけれども、まず、お示ししており

ますとおり開校準備委員会で公募を行っていただきまして、そこで校名候補というものを

選定していただきます。現在この公募につきまして御協議いただいているところでして、

その開校準備委員会から候補が教育委員会に上がってまいります。教育委員会で御協議い

ただきまして、校名案を決定いたします。校名の最終決定は、先ほど説明させていただき

ましたが、米子市市立学校の設置条例の改正をもちまして校名が決定をするというふうに

なっておりますので、最終的には議会で条例改正議決いただきまして校名の決定というふ

うにしております。以上です。

○松田委員長

結局は条例が決まるところが決定ということで、それを決めるのは議会なの

で、議会に責任があるということになるのかなと今理解をしました。

最初の候補を選ばれるのが開校準備委員会なので、何かもめごとが起こったときに準備

委員会が選んだんだというような、後々そういうことにならないように、責任の所在は明

確にしておかないといけないなと思いました。なので、倉吉が騒動になった一つの原因と

しては、校名にやはり思想とかお気持ちが入ったような校名になってたということも原因

として一つあるのではないかなと思いますので、そういったことに配慮していかないとい

けないのかなというふうに意見をしておきます。以上です。

○松田委員長 ほかに意見等はございますか。

〔「なし」と声あり〕

ございませんね。

ないようですので、本件については終了します。

民生教育委員会を暫時休憩いたします。

午前１１時１７分 休憩

午前１１時１９分 再開

○松田委員長 民生教育委員会を再開いたします。

次に、令和６年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告につい

て、当局の説明を求めます。

佐藤こども政策課学校政策担当課長補佐。

○佐藤こども政策課学校政策担当課長補佐 令和６年度教育に関する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価について御報告申し上げます。

初めに、資料の１ページを御覧ください。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

規定に基づき、米子市教育委員会における事務の管理及び執行の状況について点検及び評

価を行いましたので、御報告するものでございます。

資料の２ページ以降が報告書となっております。

少し進みまして、４ページを御覧ください。括弧書きでページを書いております。これ

がＳｉｄｅＢｏｏｋｓのページになりますので、こちらのページを使って説明をさせてい

ただきます。
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４ページをお開きください。まず、１、点検・評価の目的でございます。目的は、効果

的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たしていこうとするもので

ございます。

続きまして、２、教育委員会の構成及び会議の開催状況から９ページ、６、教育委員会

事務局の主な担当業務までにつきましては、記載のとおりでございます。

続きまして、１０ページをお開きください。７、点検・評価と米子市教育振興基本計画

との関係についてでございます。令和４年２月に策定した米子市教育振興基本計画は、計

画期間を令和４年度から令和８年度までとしております。この計画において基本目標の実

現に向けた１８の基本施策について、教育委員会がその進捗状況や課題等を踏まえて点

検・評価いたしました。なお、公民館に関する事務については、令和４年度から市長部局

へ移管し、教育委員会の所掌事務ではなくなったことから、教育委員会では点検・評価は

行っておりませんが、計画の進捗状況をはかるため、報告書には併せて記載をしておりま

す。

少しページ飛びまして、１２ページをお開きください。９、点検・評価結果の概要を載

せております。まず、（１）総合評価でございますが、令和６年度は１８の基本施策につい

て順調なものＡは９件、おおむね順調なものＢは９件、目標達成されたものＳ、やや遅れ

ているものＣ及び遅れているものＤはございませんでした。全体としては、おおむね順調

に進捗したものと評価しております。ただし、個別に課題のある事業については、数値目

標への対応を図っていく必要があると思っております。

次に、（２）基本目標ごとの評価でございますが、教育振興基本計画の４つの基本目標ご

とに評価、教育委員及び学識経験者の意見、または指摘事項の主なものを載せております。

次に、１７ページをお開きください。１０、学識経験者の知見でございますが、教育委

員会としての点検・評価の結果をまとめるに当たりまして、点検・評価の客観性を高める

ために、教育に関して学識経験を有する方々の知見を活用することとしております。いた

だいた知見につきましては、１９ページから記載をしております基本施策ごとの点検・評

価票（様式１）でございますが、の下のほうに記載をしております。

次に、１８ページ、１１、点検・評価票でございますが、１９ページ以降に基本施策ご

との点検・評価票を記載し、次のページ以降に該当する個別事業を記載しております。

今後、この点検・評価の報告書につきましては、ホームページで公表することとしてお

ります。

簡単ではございますが、報告書の概要についての説明は以上でございます。

○松田委員長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見等を求めます。

まず、全体的なところについて伺いたいと思います。この全体的な点検・評

価指標というものに関しましては、ほかの米子市の事務事業評価と同じくアウトプット指

標が多く、アウトカムの評価が適切でないというふうに感じました。このアウトカムの評

価ができることで、効果の上がらないものはやめていこうというような動きにもつながり

ますので、今のようなやった数というものができたできないで評価するということをやっ

ている限りでは、本当の意味での改善、先ほどもありましたけど、学校の先生の負担感の
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改善というものにもなかなかつながらないのではないかと思うんですが、評価の在り方そ

のものを見直す考えというのは、今のところありますでしょうか。

○松田委員長 長谷川教育委員会事務局長。

○長谷川教育委員会事務局長 評価の在り方、やり方についての御質問でございますが、

教育委員会事務局といたしましても、どのように評価するかということは大きな課題だと

考えております。今回の令和６年度実施につきましても、評価目標につきましても、極力

その活動量、事務量ではなくて成果指標になるように若干変えてきております。さらに、

令和７年度事業、要は来年評価いたしますけども、この目標についても、この点検・評価

と同じときに教育委員、それから学識経験者と並べまして今年度の評価指標をどういたし

ましょうかという協議をさせていただきまして、可能なものについて極力成果指標に切り

替えるようにしております。以上でございます。

○松田委員長

分かりました。そのようにしていただければと思います。

続けていいでしょうか。

○松田委員長 どうぞ。

１９ページからの基本施策、豊かな心と創造性をもった子どもの育成という

ことについて、ちょっと全体的に聞いてみたいと思うんですが、その次の心の教育の充実

のところにあるリーダー研修というのは、いわゆる「子どもサミット」のことでしょうか。

○松田委員長 仲倉教育委員会事務局次長。

〇仲倉教育委員会事務局次長兼学校教育課長 このリーダー研修と申しますのは、小学生

と中学生の代表者、学校代表者が定期的に会しまして、それぞれの学校課題、それについ

ての課題策等を話し合っている、そういうものをリーダー研修というふうに表現させてい

ただいております。以上です。

○松田委員長

ちょっと見学をさせてもらって、本当に子どもたちが身近な課題、廊下で走

らないようにするにはどうするかとかいうような、そういう課題について学年入り交じっ

て話しておられる姿を見て、やはりこれこそが主体性と当事者性を育む教育であるなとい

うふうにとても感じました。

こういったことを通して子どもたちにどのような変化が起こったかということをどう測

定しているかと、あとリーダー研修に参加してない子どもたちへどのように波及をさせて

いくかということを伺いたいです。

○松田委員長 仲倉教育委員会事務局次長。

〇仲倉教育委員会事務局次長兼学校教育課長 まず、この会に参加した後の啓発というこ

とでございますけれども、各学校、中学校区、様々な取組をしております。中にはコミュ

ニティ・スクールと連携しまして、子どもたちが地域のほうに出ていって、地域での共に

活動すること、そういうことをやっとる中学校区、小学校、中学校はございます。

あとは、参加してない子どもたちへの対応ですけれども、こちらにつきましては、代表

の子どもたちが持ち帰って、例えば委員会でありますとか、そういうところで一緒になっ

て考えて、それを参加してない子どもたちも一緒に考えていったり、そういうことを意識

して生活したりしていく、そういう活動につなげているところでございます。以上です。
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○松田委員長

非常に自己効力感というようなことにつながる、高めることにつながるよう

な取組だと思うので、なるべく多くの子どもたちに波及するような取組をしていただきた

いなと思います。

この基本施策の中には、人権教育というようなことも入ってくるんですが、その自己決

定権というようなものは、例えば憲法１３条の幸福追求権や子どもの権利条約の学習権と

か参加権ということに基づいていると思うんですけど、学校での人権教育の中でこういっ

た憲法とか権利条約に定められている自分たちの権利というものを学ぶような機会は設け

られていますでしょうか。

○松田委員長 岡田学校教育課長補佐。

○岡田学校教育課長補佐 子どもの権利条約について各学校で授業に取り上げてもらっ

て、自分たちの権利について考えることをしてます。また、ふだんの人権学習でも、差別

はいけない、それで終わりではなくて、どういった権利が侵害されてるかということも押

さえながら、権利について学んでいるところです。以上です。

○松田委員長

この点検は、米子市教育振興基本計画というものを基にしているというふう

に書かれているんですが、令和８年度までとなっていますが、今後改定というか、新たに

つくるに当たって、そういった自己決定の教育とか自主性や当事者性を尊重するといった

生きる力を育むというようなことを明記していくようなお考えは今のところありますでし

ょうか。

○松田委員長 仲倉教育委員会事務局次長。

〇仲倉教育委員会事務局次長兼学校教育課長 その点につきましては、やはり非常に重要

な点であるというふうに認識をしておりますので、継続しているところは継続していき、

また見直しが必要なところについては見直して、より有効的なものにしていく、そのよう

な考えでございます。

（「

○松田委員長

４５ページから４９ページの公民館のところについて伺います。

４７ページの社会教育講座についてなんですが、ここに目標のところに、公民館１館当

たり家庭教育講座１回、人権問題講座１回の計２回を必須とするというふうに書いてある

んですが、この縛りになる根拠というものは何でしょうか。

○松田委員長 田中生涯学習課長。

○田中生涯学習課長 公民館では、御存じのように社会教育講座として講座を行っており

ます。その中で、家庭教育講座、人権問題講座、これについては必要課題であると、市民

の皆さんが学びたいということではないのかもしれませんが、皆さんに知っておいていた

だかないといけない内容であるということで、ちょっと正確な年数は記憶にございません

が、平成の１０年代後期に公民館運営審議会においてこういった方向性について協議をし

て定められたというものと記憶をしております。以上です。

○松田委員長

公民館の講座をざっと見てみると、なかなかこれを全部盛り込めていないと



－24－

ころもあるので、あまり地域の負担にならないような形がいいかなと思いました。

あと、常々自分でも地元の公民館講座に参加してみて思うのは、一方的な座学であるこ

とが多くて、何か学びっ放しというようなことが常々気になっておりますので、なるべく

ワークショップなど講師の先生から聞いたことをそれこそ落とし込んで消化するような過

程があるような方向性に持っていっていただければなと思います。

次の４８ページの体育・文化事業についてですが、こちらに関しても運動会と夏祭り、

公民館祭の３つ全てを実施した公民館数となっていると、かなり地域にとっては負担では

ないかなと思いましたので、先ほど言われたような成果目標の見直しということをしてい

ただきたいと思うのと、各地区の実情に応じた持続可能な行事の開催モデルというのはど

ういったものを念頭に置いておられますでしょうか。

○松田委員長 田中生涯学習課長。

○田中生涯学習課長 運動会、夏祭り、公民館祭を指標の一つといたしましたのは、コロ

ナ禍によりまして地域のつながりづくりの場であると、こういったイベントの場がなくな

ってしまうんではないかと非常に大きな懸念がございました。そうしたことから、まずは

開催をしていただきたいということで評価指標とさせていただいたものであります。

ただ、やはり委員御指摘もございましたが、地域においては成り手不足等も含めまして、

負担感があるものにつきましてはやり方を変えておられるということを伺っております。

例えば、主に運動会であれば、一日開催であったものを日程を短縮するであるとか、競技

を自治会のチーム制ではなくて有志で参加できるオープン参加のものに変えるなど、各地

域の課題に応じて実行委員会もしくは体育部の皆さんで協議をしてルール改正等も行って

おられます。

こういった情報につきましては、やはり公民館のほうでも非常に関心が高く、今年度も

実施の際には、昨年どうやったかといった情報交換も行われているようでございますので、

そうしたことを通じまして地域の負担感、もしくはどういった形で持続可能かどうかとい

うことについて、引き続き市としては支援をしていきたいというふうに考えております。

以上です。

○松田委員長

市のホームページなどでも情報提供されているんですけど、旗ヶ崎２区の取

組みたいな自治会の取組というのもあって、公民館とは直接関係ないかもしれないんです

けど、ああいった取組も参考にしながら、自主的に取り組めるような形、決まってるから

やるとかいうことではなくて、自治を大事にするような形に公民館もなっていかないとい

けないのかなというふうに、感想です、これは。

あと、４９ページのひとづくり・まちづくり推進事業についてですが、これについては

自発的に問題解決に向けた取組を行うというふうに目標には掲げられてるんですが、実際

は防災と子どもとフレイル対策いずれかということで限定されているのはどうしてでしょ

うか。

○松田委員長 田中生涯学習課長。

○田中生涯学習課長 もともとこのひとづくり・まちづくり推進事業ですが、元来、各公

民館、各地域で行われていた特色ある活動、地域によりまして異なる活動を行われている、

こういったものを支援することで人づくり、まちづくりにつなげたいというのが本来の趣
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旨であります。

ただ、ここにおいて評価指標を設定するにおきましては、各地域ばらばらのものに対し

ましてどういった評価を、一つラインを引くかというところにおきましては、ちょっと先

ほどの必要課題ということにもつながってまいりますけども、本市が進めます防災もしく

は子ども対応、フレイル対策、こういったテーマを持って、一つの基準としてこういった

学習機会を実施した公民館数というのを指標として行ったものです。

したがいまして、ひとづくり・まちづくり推進事業がすなわち防災、子ども、フレイル

対策のみを実施するという事業ではなく、各地域の実情に応じた活動を支援する、それが

元来の事業であるということでございます。以上です。

○松田委員長

この事業にかかわらず、先ほどの体育・文化事業なども、地域でのコミュニ

ティー形成とかつながりをつくるということが目的となっています。ただ、そういったイ

ベントごとでできるつながりだけではないという部分は、これは福祉の分野にはなってく

るかとは思うんですが、そういったものもありますので、本当に顔と顔が見える関係にな

っているのかとか、お互いに少しは関心を持ち合える関係になっているかということにつ

いては何か違ったもので評価をしていく必要があるかなと思いますので、これについては

意見を申し上げておきます。

５５ページ、３－１、学校教育における地産地消の推進のところです。学校給食用の食

材の県産品利用率は高くなってきていて、児童生徒の地元の食べ物に対する認識はまだ低

く、ふるさとに愛着を持つまでに至っていない。そのため、食に関する指導を充実させる

とともに、県産品利用のさらなる推進云々とあって、最後、児童生徒のふるさとに対する

誇りや愛着、食に対する感謝の気持ちをより一層育むよう努めるというふうにあるんです

が、ちょっと私、この表現は気になってまして、少し内心の自由というものに踏み込み過

ぎのところがあるのではないかと思います。人が心の中でどういうふうに感じるかという

のは完全に自由なことであって、憲法１９条でも思想及び良心の自由として保障されてい

るので、地産地消の推進のところでここまで誇りや愛着、感謝の気持ちということに踏み

込むべきではないのではないかと思うんですが、その辺り、お考えを伺いたいです。

○松田委員長 よろしいですか。答弁大丈夫ですか。

長谷川学校給食課長。

○長谷川学校給食課長 児童生徒のふるさとに対する誇りや愛着、食に関する感謝の気持

ちをより一層育むというところが、ちょっと心情にまでという御意見をいただいたところ

ですけれども、学校給食課といたしましては、毎月１９日、食育の日と定めまして、いき

いきこめっこデーとしまして地元食材を取り入れた郷土料理や行事食などを提供して啓発

することとしておりまして、こういう事業を実施することで生徒さんの食育の充実と定着

を図っていくということを目指しております。

そういうところからも、アンケートを実施したりいたしまして、地元の食材に関してま

だ子どもさん、児童生徒、認識がちょっとまだ少ないところもありますので、こういった

こめっこ事業を通しまして食育の教育は続けていきたいと思っております。ちょっと答え

にはなってないかもしれないですけれども。

○松田委員長
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ちょっと、これふるさと教育にもつながるような考え方ですので、できれば

教育長に御答弁お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○松田委員長 浦林教育長。

○浦林教育長 委員がおっしゃるように、少し崇高過ぎる目標になってるんじゃないかと

いうような部分は受け止めさせていただきますが、我々はやはりふるさとのことを大切に

思う子ども、こういうおいしい食材が鳥取、米子にあるんだなとか、あるいはそういった

のが作られているまち、米子いいよね、そういった範囲のものぐらいでして、委員が言わ

れるような内心の自由を侵すというようなところまで踏み込んだ思いはございません。誤

解を与えるような表現になっていないか改めて点検して、目標をしっかりと設定をしたい

と、このように考えております。

○松田委員長

何かだんだんエスカレートしていくような気がするんです。なので、教育長

おっしゃったように、米子の気候、風土でどのような産物が育っているかとか、それがど

ういうふうに食べ物に歴史的になっているのかというような、やっぱり学問的な面から学

校ではアプローチをするべきではないかなと思います。

この地産地消の推進そのものを否定しているわけではありませんので、あまり内心に踏

み込み過ぎないような方向でお願いしたいと思います。

あと、最後に７２ページ、基本施策４－１、健康でたくましく、命を大切にする子ども

の育成ということについてですが、これに関しては、タイトルの文言についてだけちょっ

と意見をしたいと思います。

まちづくりビジョンの策定におきましては、審議員のほうからここの表現について、多

様性を認め合う共生社会において望ましくない表現であるというふうな御意見があって、

表現が変わった、「健やかでたくましく」から「心豊かに伸び伸びと」というふうに変更に

なったという経緯がありますので、次回策定の際には、ここの文言ということについては

少し慎重に考えていただければと思いますので、要望です。以上です。

○松田委員長 ほかに意見等。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 まず、全体の感想なんですけれども、公民館に関する事務については市長

部局ではあるものの、この全体の報告に入れられたというところについては、よかったな

というふうに思っているところであります。

その中で一番感じているのが、括弧ページでいくと７１なんですけれども……。

○松田委員長 括弧ページ。矢田貝委員、すみません。そうですね。皆さん、ちょっとこ

れから右下の括弧ページで指定して、矢田貝委員のように。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 括弧ページでいくと７１の評価委員の方々からのコメントが入っており

ます。学識経験者の知見というところですね。「コミュニティ・スクール及び地域学校協働

活動について、学校や教頭とその他の教員との間で認知度に差があるように感じている。

地域を核とした学校づくりの観点もあることから、学校管理職の受け止め方、考え方が重

要と考える。推進員の教員が孤立していないか、学校と地域とで意見の差がないか、生涯

学習課と学校教育課で十分に連携して取り組んでいただきたい。」というふうにあるんです
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けども、私も、まず括弧ページの２０ページのところの学校教育課のところでは、９年間

の子どもの育っていく像をきちっとイメージして関わっていきたいと、一貫教育だという

ところの視点が述べられているんですけれども、それ以外の部分についてはしっかりと生

涯学習課で地域でどのように支えていくのかという視点が絡んでいってこそだろうという

ふうに思うんです。６年度の評価で、それぞれの事業を事務管理の視点でこれを評価して

いらっしゃるんですけども、実質６年度がＣＳのスタートだったことを考えたときに、こ

の学識経験者の知見というところをどのように受け止めていらっしゃるのかというのを伺

ってみたいと思います。

○松田委員長 田中生涯学習課長。

○田中生涯学習課長 コミュニティ・スクールにつきましては、先ほど委員おっしゃって

いただきました、令和６年度、全校で設置が完了して、元年となったというところです。

この辺りはたしか決算分科会でも少しやり取りをさせていただきましたが、昨年度につき

ましては全校設置ということを大目標として取組も進めてきたと。その上で、各校区でい

ろんな目標設定ですとか地域の方の協力を依頼をして、体制づくりといったことが行われ

たというふうに思っております。

その上で、こちら括弧書き７１ページの知見というところで御指摘いただいている内容、

これにつきましては、やはり現場としても認識しておるところでございます。特に学校に

おきまして、コミュニティ・スクール、何のためにやるのかといったこと、またそのため

に地域とどういったことを進めていくのかといった意識の共有というのが非常に重要であ

ろうというふうに考えております。

それを踏まえまして、今年度、令和７年度になりますけれども、今年度につきましては、

まず一つ一つの取組についてどういった狙いで取り組むのかといったものを共有する報告

書等の欄を設けたということもございますし、学校の教頭先生、校長先生のみならず、全

教職員の皆さんに、これは３か年の計画でございますけれども、３か年かけてコミュニテ

ィ・スクールについて理解を深めていただくための研修会を実施をいたしました。来年も

再来年も実施をして、学校の全職員の皆さんにコミュニティ・スクールの意義、意味合い

というものを共通認識を図りたいというふうに考えております。

また、推進員さんにつきましても、定期的に情報交換を行っております。そこでいろん

な課題ですとか解決法の話も出てきておりますので、これについても引き続き共有を図っ

て、地域と学校、また推進員がバランスを取りながら、地域の子どもたちをどのように育

んでいくのかといったもの、共通目標を掲げて取組を進めていけるように、市としては体

制をつくっていきたいというふうに考えております。以上です。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。

生涯学習課の視点で取り組んでいかれるというところは、私も前予算決算の委員会の中

でも指摘にしなくて、スタートしたというところの評価とまたこれからの期待ということ

を表明させていただいたつもりでいるんですけれども、学校教育課のほうから、１０ペー

ジでいくところのコミュニティ・スクールを基盤とした目標のところです。コミュニティ・

スクールを基盤とした小中一貫教育の推進に向けて、学校と地域が目指す子ども像を共有

し、校内及び地域における児童生徒の自主的、自発的な活動の充実を図ると。このことと
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課題、今後の対応等が書かれていますけど、少し地域側、生涯学習の側との連携という部

分について、学校教育課の思いもお伺いしたいと思います。

○松田委員長 仲倉教育委員会事務局次長。

〇仲倉教育委員会事務局次長兼学校教育課長 学校教育課としましては、まずやはり地域

やっぱり子どもたちの自主的、自発的な活動がこれまで本市ではベースとして取り組んで

まいりました。そこを、コミュニティ・スクールを導入したことによりまして一体的な取

組としていきたいというふうに考えております。

そういった中で、先ほどちょっと御説明した中にもあったんですけれども、やはり子ど

もたちがこれまでは校内での課題というものに向けていろいろ取り組んできたんですが、

これを地域の課題というふうにも視野を広げて活動していくようになってきてるところも

ございます。例えば地域へ出かけてボランティア活動を行ったりですとか、それから地域

の行事に積極的に参加したりですとか、そういうような取組も増えてきておりますので、

そこはあとは学校間で若干やはりまだ差がありますので、その辺りがある程度足並みがそ

ろってくるような、そういう取組にしていきたいと、そのように考えております。以上で

す。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 今回、委員会視察でもしっかり学んでこれるというふうに思っているんで

すけれども、教育委員会全体で地域側の視点、生涯学習を高めていくという取組があって

初めて、この９年間、義務教育の期間を子どもたちをどのように支えていくのかという議

論に発展していくのではないかなというふうに私自身は思ってまして、市長部局にある部

分が移り、教育委員会でそうはいっても公民館の部分はという記載もありましたし、生涯

学習の部分もあるんですけど、そのバランスというのを今後、先ほどの特記事項のところ

にあった評価委員の方々のコメントのとおり、今年度の途中からまた次年度について、よ

り深い取組、協議がされることを希望させていただきます。意見です。

それと、これはお願いなんですけど、タブレットで見ると１個の事業が次のページにま

たいでると思いませんか。どういうつくり方をしてこうなるのか分かんないんですけど、

様式１、２がどうしても必ず１、２ばかりじゃないかもしれないんですけど、何となく何

か、すみません、私だけかもしれませんけど、来年以降、タブレットを見るという想定の

資料作りを少ししていただけるとありがたいなというふうに思ったところです。これはお

願いでございます。

○松田委員長 ほかに。よろしいですか。

門脇委員。

○門脇委員 ２点ほどお願いいたします。

括弧の１２ページ、真ん中より上のところですかね、令和５年度の取組状況に比べ、目

標達成されたもの「Ｓ」が減少し、順調なもの「Ａ」が増加したものの、全体としてはお

おむね順調に進歩したものと評価しています。

〔「マイク」と声あり〕

○松田委員長 門脇委員、もう一回、１２ページですね、括弧、右下のね、１２ページの

ところですね。
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どうぞ、すみません、門脇委員。

○門脇委員 すみません、失礼しました。

真ん中よりちょっと上のところ、「令和５年度の取組状況に比べ」というところなんです

けど、Ｓが減少してＡが増加したものの、全体としてはおおむね順調に進捗した、こうご

ざいますけど、じゃあこのスタートした、令和４年度からスタートしたと思うんですけど、

令和４年度の状況に比べて現在どうだったのかというのと、それに対してどういう考えを

持っておられるのかというのをちょっとお伺いしたいと思います。

○松田委員長 長谷川教育委員会事務局長。

○長谷川教育委員会事務局長 令和４年度の資料につきましては、今持ち合わせておりま

せんので、ちょっと記憶の範囲内で話をさせていただきたいと思いますが、先ほど若干触

れましたように、評価方法も毎年毎年、より成果指標、成果を表して評価できるように年々

切り替えてきております。その結果の評価ということですので、単純に令和５年度、令和

４年度とは比べづらいところはあります。それから、説明はしておりませんが、様式自体

も昨年度から変わっております。その変えたというところは、数値目標をより明確にして、

それも成果指標に切り替えていくということで、この様式自体も切り替えてきたというよ

うな成果がございます。

単純に比較はできませんけれども、そういったただ活動量、事業量をこなしていくとい

うことでなくて、より成果を追求していくという方向でこの活用をしながら毎年点検・評

価進めてきておりますので、その意味で順調に取組が進んでいるんじゃなかろうかという

具合に認識しております。

○松田委員長 門脇委員。

○門脇委員 すみません、私もうろ覚えなんですけど、たしか初年度はＳ評価が２つあっ

て、Ａも１２と結構いいなというような記憶があったもんですから今ちょっと伺ったんで

すけど、おおむね順調、高いところで推移していってることですけども、より高みを目指

してこれからも取り組んでいただきたいと思います。

それから、もう一つですけど、括弧の１３ページなんですけど、これも真ん中よりちょ

っと上のところなんですけど、エアコンについてここに記述がございまして、ずっと委員

さんからの御意見、去年の分、今年の分を見まして、いろいろ新しいものが出てきてます

けど、エアコンについては去年のところでもこういう意見があったと思うんですけど、エ

アコンが設置されていない特別教室への設置も今後検討していただきたいって、こういう

意見が２年続けて出ておりますんで、せっかくですのでこのことについて、現在どういう

状況なのか、進捗状況なのか、検討状況なのかお聞きしたいと思います。

○松田委員長 長谷川教育委員会事務局長。

○長谷川教育委員会事務局長 特別教室のエアコン設置ということでございますけれど

も、現在、体育館への空調設置というような課題もございますし、トイレの洋式化も今順

次進めているところでございます。学校教育の教育環境の整備全体の中で特別教室のエア

コン設置についても検討してる状況でございますが、これにつきましても具体的に今検討

を進めている状況ですので、また検討状況につきまして、しかるべきタイミングで説明を

させていきたいという具合に考えております。

○松田委員長 門脇委員。
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○門脇委員 期待してお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。以上です。

○松田委員長 すみません、ほかにどのぐらい。又野委員がどれ……。

〔「２点」と又野委員〕

○松田委員長 ２点。そのまま行きましょうか。

又野委員。

○又野委員 そうしますと、２点ほどですけれども、２２ページのところですけども、ス

クールソーシャルワーカーの活用事業で真ん中のところの数値目標のところで、実績が去

年に比べても大分下がってまして、学識経験者とか教育委員会の方からもそこら辺指摘を

されてるんですけれども、低学年のところで課題があるというようなところが書いてある

んですけれども、低学年全体としてそういう傾向があるということなんですかね。何か個

別でいろいろ問題があるというふうに思ってたんですけれども、そういう傾向があって低

学年のところだというふうな意見があるのか、そこら辺どういうふうに対応していかれる

のか、ちょっと聞かせてもらってもよろしいでしょうか。

○松田委員長 仲倉教育委員会事務局次長。

〇仲倉教育委員会事務局次長兼学校教育課長 低学年と申しますのは、主に不登校に関し

てのことが低学年が多いということでの御意見だったというふうに記憶をしております、

その際に。ただ、スクールソーシャルワーカーが関わっておりますのは当然不登校に係る

ケースもございますが、それ以外のケースもございます。

それで、対象の数値目標が下がっているというところでちょっと今御指摘をいただいた

ところなんですが、これは先ほど来あります数値のちょっと見直しといいますか、それを

行ったことにちょっと関係をしておりまして、実はスクールソーシャルワーカー年次的に

増やしていただいてきました。そういう中で、これまでは単純にスクールソーシャルワー

カーが受け付けた件数を支援対象児童生徒数として上げておりましたが、当然ワーカーが

増えてくることによって件数は実は増えておりますが、学校のほうに入りまして、それぞ

れやっぱり、何といいますか、支援の中でも特に支援を要するケースですとか、何といい

ますか、課題の困難度ですね、困難度によってちょっと受付の見方を変えまして、それで

ちょっと数値を変えたところでございます。ですので、過去の数値で申しますと、実は令

和５年度が、これ１８６と記載しておりますが、それまでの件数で上げますと４９８にな

ります。６年度は１４２件ですが、実は全て受け付けたケースを上げますと５５３件とい

うことで、数自体は増えてはいるんですけども、総数は。繰り返しになりますが、困難度

によってスクールソーシャルワーカーが特に中心的に関わったというケースに目標を変え

た関係でこのような数になっているということで、少し補足をさせていただきます。長く

なりましたが、以上です。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 分かりました。

確かに、ここには去年の数字しか出てないんですが、去年の見てみると数が全然違って

るなと思ったのは、もともとの数え方を変えたというところがあるんですね。分かりまし

た、分かりました。

それと、３１ページですけれども、学校ＩＣＴ環境の整備のところで、真ん中のちょっ

と下のところで、教育委員の意見・指摘のところで、「タブレットを導入してからある程度
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期間がたつので、児童生徒も慣れてきたところで改めて使い方について声かけが必要だと

考える。というふうに書いてあるんですけれども、定期的に指導とかはしてると思うんで

すけども、こういう意見が出た背景というのはどういったところなんでしょうか。

○松田委員長 前畑こども施設課長補佐。

〇前畑こども施設課長補佐兼学校施設担当課長補佐 こちらにつきましては、タブレット

の故障といったものがやはり年々増えてきてまして、それが児童生徒の使い方によるもの

だったりとかということではないのかというようなこともございまして、こういう使い方

についてということでございます。

○松田委員長 よろしいですか。いいですか。以上ですね。

又野委員。

○又野委員 機器が故障というか、壊れたりするということが増えてきてるということで

すか。

○松田委員長 前畑こども施設課長補佐。

〇前畑こども施設課長補佐兼学校施設担当課長補佐 やはり機械物ですので、年々、導入

から５年、今年度でたちますので、年々故障する率、数は増えてきている状況でございま

す。

今回、今年度中学生のタブレット更新に合わせまして、また改めて使い方ですとかそう

いったところを指導を改めてするというようなところを考えております。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 今の答弁ですと、年数がたつにつれてどうしても故障が出てくるというのは、

使い方とはちょっと違うんじゃないかなと思ったんですけども、そこら辺はどういうふう

に捉えればいいでしょうか。

○松田委員長 長谷川教育委員会事務局長。

○長谷川教育委員会事務局長 タブレット導入から４、５年たちまして、徐々に家庭への

持ち帰りというのが広まってきております。教育委員会事務局としてもそういった指導を

しながら、学校についても、徐々にですが持ち帰りが広がっている。そのような中で持ち

運びですとか使い方によって落としてしまったりですとか、そういったことも関係あると

いう具合に考えております。それを踏まえてのこの意見という具合に認識しております。

（「わかりました。」と又野委員）

○松田委員長 ほかに意見等ございますか。

〔「なし」と声あり〕

○松田委員長 ございませんね。ないようですので、本件については終了します。

民生教育委員会を暫時休憩いたします。再開は、午後１時といたします。

午後０時０４分 休憩

午後１時０２分 再開

○松田委員長 民生教育委員会を再開いたします。

市民生活部から１件の報告がございます。

第２次米子市環境基本計画の改定に関するパブリックコメント実施について、当局の説

明を求めます。

足立市民生活部次長。
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○足立市民生活部次長兼環境政策課長 そういたしますと、第２次米子市環境基本計画の

改定に関するパブリックコメントの実施について御報告させてやっていただきます。

本日は、右上に民生教育委員会資料と四角囲みで記載のある２ページ物の資料と、それ

と環境基本計画改定版（案）の２種類を用意させていただいておりますが、本日につきま

しては、今からお送りします裏表の２枚物の資料で御説明させてやっていただきます。

今、資料を送りますので、少々お待ちいただけますでしょうか。

そうしましたら、今お送りいたしましたので、画面上に通知が届きますので、そちらを

クリックしてやっていただけますでしょうか。よろしいでしょうか。

○松田委員長 はい。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 そうしますと、一番上の部分にこのたびの報告の

要旨を記載しております。本市米子市におきましては、令和３年度に第２次環境基本計画

を策定しまして、計画的な環境施策の推進に努めてまいりました。こちらの計画期間は令

和３年度から令和１２年度までの１０年間でございます。今年度、令和７年度が中間見直

しに当たることから、米子市環境審議会におきまして、社会情勢ですとか国、県の動向を

踏まえた審議を行っていただいているところでございます。

このたび、当該計画の改定案を作成しまして、パブリックコメントにより市民の皆様の

意見を募集することになりましたので、改定の趣旨ですとかその内容につきまして御報告

させていただくものでございます。

それでは、１を御覧いただけますでしょうか。まず、このたびの改定の趣旨について御

説明させていただきます。大きく２点ございます。

まず、１つ目ですけれども、先ほど計画期間は１０年間であるというふうに申し上げま

したが、その間に社会情勢ですとか市民のニーズが変化、変容していっております。また、

国や県が策定しました計画とも整合性を図る必要がございます。これらのことから、計画

全体の再構築を図るものでございます。

それと、次に２点目でございますけれども、環境基本計画と令和５年度に作成しました

米子市地球温暖化対策実行計画を統合いたしまして、施策の明確化と効率的な推進を図る

ことといたします。

以上２点の意図での改定となりますが、あくまでも中間見直しでございますので、目指

すべき環境像ですとか基本目標、あるいは施策の柱など骨格に相当する部分につきまして

の変更はこのたびは行いません。

そういたしますと、２の主な変更点について御覧いただけますでしょうか。大きく４つ

の視点で御説明させてやっていただきます。

まず、（１）計画の統合と構成の再構築についてでございます。社会情勢を踏まえまして、

内容の再構築、例えば個別施策や指標の見直しを行いますとともに、このたびはそれに加

えまして２つの計画の統合を行うこととしました。環境基本計画、こちらにつきましては、

環境の保全、創造を計画的に推進するための目標ですとか施策の方向性を示すものでござ

います。また、地球温暖化対策実行計画の区域施策編につきましては、環境基本計画の実

行計画といたしまして、市域のＣＯ２排出量の削減を行うための施策の方向性を示すもの

でございますことから、こちらの地球温暖化対策実行計画（区域施策編）というものを環

境基本計画に内包するような形で統合しまして、環境分野における本市米子市の総合的な
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指針をより明確にするということにいたしました。特に基本目標、①のところ、脱炭素社

会を区域施策編の中核として位置づけることにいたします。

また、先ほど基本目標は変更しないというふうに申し上げましたけれども、改定前の基

本目標の当該部分につきましては、脱炭素でなく低炭素社会と言っておりました。その第

２次基本計画の策定時におきましては、二酸化炭素の排出をなるべく低くしようという段

階でしたけれども、この５年間でＣＯ２に関する取組が強化されまして、米子市もゼロカ

ーボンシティを宣言しておりますけれども、二酸化炭素の排出を実質ゼロにする社会を目

指しておりまして、低炭素社会から脱炭素社会と表現を変えております。

次に２つ目ですけれども、市民意識調査の反映でございます。このたびの見直しに当た

りまして、昨年の１２月に市民アンケートを実施しております。そのアンケートにおきま

して、住環境の満足度という視点からは住みやすい、やや住みやすいという評価をいただ

いております。その中でもさらに、空気のきれいさを大変重視している傾向が見られまし

た。また一方で、ごみ出しやポイ捨てのマナーの改善を求める声が多くありまして、こち

らにつきましては後ほどまた触れさせていただきます。

また、約６割の方が環境保全活動に積極的に参加したいとの意向を持っておられますけ

れども、そのうち、じゃあ実際に保全活動に参加している方はどうかというと、約４割に

とどまっておりました。このことから、計画の中に指標を設定しますとともに、計画外に

おきましても中海一斉清掃、あるいはシーサイドクリーンアップですとか、そして地元の

皆さんが実施されてるような加茂川一斉清掃などの動画を環境政策課が持っておりますよ

なご環境Ｃｈ．において公開するなどしまして、少しでも意識啓発ができるように努めて

いるところでございます。

そうしますと、次ページを御覧いただけますでしょうか。３つ目といたしまして、国、

県の計画との整合についてでございます。まず、国の計画であります第６次環境基本計画

との整合についてでございます。その中で、国は三大環境危機として述べておられますの

が、気候変動、生物多様性、そして汚染についてでございます。

まず、気候変動につきましては、このたび地球温暖化対策実行計画をこの基本計画の中

に統合することによって対応することにいたします。そして、汚染につきましては、海洋

プラスチック問題への対応として、先ほど話しましたシーサイドクリーンアップなど清掃

活動を計画の中に盛り込むとともに、広報強化をしたいというふうに考えております。そ

して最後、生物多様性への対応についてでございますが、こちらについては環境省が認定

します自然共生サイトに米子市水鳥公園を登録しようと、ただいま申請を進めようとして

いるところでございます。

５月の閉会中の民生教育委員会で松田委員長のほうからも、先日の決算委員会分科会、

の趣旨等の御意見がございました。先日も御説明させていただきましたけれども、水鳥公

園は条例で定めておりますように一義的に環境学習施設という位置づけではございますけ

れども、その一方で、集客についても可能性があると考えておりまして、力を入れていく

必要があるとも考えているところでございます。そこで、このたび水鳥公園の生物多様性

の価値、このことを再認識しまして、対外的にもＰＲしていくためにも、自然共生サイト

への登録を進めているところでございます。
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よく国への登録といいますと補助金や交付金の獲得を目指して行うことが多くあります

けれども、このたびの動きにつきましては、まず登録されること、そのこと自体、そのこ

とによって生物多様性への貢献を可視化しまして水鳥公園の価値を高めること、このこと

を一番の目的というふうにしておるところでございます。このサイトに登録されることに

よりまして、サイトを入り口として国内外問わず水鳥公園を知っていただきまして、さら

には行ってみようと思うきっかけになることを期待しているところでございます。

次に、鳥取県の計画との整合についてでございます。鳥取県の計画では、令和１２年度

の温室効果ガス削減目標を鳥取県のほうは平成２５年度比で４０％減というふうにされて

おりますが、米子市のこの当該計画におきましては少し厳しめの４８％を目指すこととし

ております。

次に、目標達成状況からの視点についてでございます。現時点におきまして多くの数値

指標で、目標達成の見込みではございますけれども、こちらの資料にありますように、ご

み出し、ポイ捨てのマナー、そして先ほどもお話しいたしました環境保全活動、環境教育

の場への参加実績についての項目での数値が思わしくなく、ごみ出しのマナーのほうにつ

いては１.６ポイントが未達、環境保全活動などへの参加のほうについては２０.７％が未

達ということになっておりまして、こちらについては啓発教育の強化を図っていく必要が

あるというふうに考えているところでございます。

以上がこのたびの環境基本計画の改定の主な変更点でございます。

そうしますと、最後に今後の予定についてでございます。９月の下旬からパブリックコ

メントを実施いたしまして、１２月に環境審議会からの答申を受ける予定というふうにし

ております。そして、令和８年の３月に改定計画の公表、４月から計画の施行という流れ

で進めていこうというふうに考えているところでございます。

説明は以上でございます。

○松田委員長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見等を求めます。

又野委員。

○又野委員 そうしますと、何点か聞かせてもらいます。

先ほどの説明の中で目標達成状況とかがあったんですけれども、目標ということで３８

ページ……。ごめんなさい、どこですかね、３９になるんですかね、ごめんなさい、の上

のところに、２０２５年度と２０３０年度、最終的な目標とかがあって、３８％以上、４

８％以上とかあります。その２ページ先に、これが４１ページですかね、二酸化炭素排出

量の推移ということであるんですけれども、実際に令和７年度の数値がこれ入ってるんで

すけれども、この数値というのはどういうところから出された数字なのか、ちょっと聞か

せてもってよろしいでしょうか。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 そうしますと、米子市における二酸化炭素の排出

量の推移の令和７年度の数値がどういったことで入っているかということだったと思いま

す。そのことについて、若干ちょっと付け加えて御説明をさせてやっていただきますと、

この表の令和４年度までの数値につきましては、何から引っ張ってきてますかといいます

と、こちらについては環境省による部門別ＣＯ２の排出量の現況推計というものの米子市
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の数値を入れております。今、７年度があって、５、６年度が入っておりませんけれども、

こちらにつきましては、この国の数値が公表されますのは、結局国のほうも各市町村に調

査をかけて集計して公表するという形になりますので、約２年遅れでの公表という形にな

ります。ですから、ここ今入ってる数値、令和４年度の数値といいますのが、現状で私ど

もが把握できてる数値を入れ込ませていただいてるということでございます。

今御質問にありました令和７年度の数値につきましては、ちょっと２ページほど前にな

るんですけれども、こちらで図１４のところ、バックキャスティングによるＣＯ２の削減

目標という図１４で入れさせていただいておりますけれども、これは基準年から考えて最

終的な目標年度、２０５０年、令和３４年にゼロカーボンにするという大きな目標を立て

ておりますので、そこはもともとの基準年からバックキャスティングというか、そこで、

じゃあ何年度にはどれだけの数値が必要だということを逆算して求めております。それが

令和７年度の数値は、そのバックキャスティングで出した目標値を入れさせていただいて

るところでございますし、この内訳につきましても、それぞれ最初にあったものが、下が

る率によってそれぞれも同じように率を下げて棒グラフにさせていただいているという状

況でございます。以上でございます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 最終的な２０３０年度の数字を目標にするためには、そこから逆算というか

していって、２０２５年度はこの数字ということで、２０２５年度は、ですんで２０１３

年度比で３８％以上削減という、その３８％削減したこれは数字だというふうに考えてい

いんですか。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 委員がおっしゃるとおりでございます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 ただ、ちょっと分かりにくいというか、例えばこれ、２０２０年度が一番低

くて、そこから２０２１年度、２２年度って上がってきてるんですけれども、目標とはい

え、下がっているのが何か根拠があるのかどうなのかなと。目標値をただ入れ込んだだけ

というふうになると、例えば今年度の話になりますね、２０２５年度だと。これが達成で

きる何か根拠があるのかというところと、これを公表した場合に、非常に何か見た人が何

でここ急に下がってるのというふうに思われるような気がして、目標としてどんどん下げ

ていくのは分かるんですけど、実績としてここが出るのはなかなか見づらい、理解しづら

いんじゃないかなと思ったんですけれども、そこら辺、ちょっとこの表のままでいいのか

というのを感じたので、ちょっとお答え願えますでしょうか。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 確かに委員がおっしゃることって、要は、この今

の上がって下がった図につきましては、あくまでも実績ですので、結局米子市がいろんな

施策を行って、じゃあ実際どれだけ出たっていう、あくまでも実績ですので、コントロー

ルがなかなかできないところではございます。ですから、ある意味、今、この令和７年度

の数値というのも、今の時点で私ども米子市が、市域全域のことですので、どんな数値が

出てくるかちょっと定かではないので、なので、確かにこの表に目標を入れ込むと、あく

まで実績と目標が混在しちゃうっていうことは委員がおっしゃられるとおりであるとは思
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いますので、ちょっとその点も踏まえまして、例えば、今回パブリックコメントに向かう

んですけれども、そのパブリックコメントが終わった後に、もう一度、当然そのパブリッ

クコメントの意見がどんなものが出たかも踏まえて審議会を行いますので、審議会の委員

会に報告して、こういう意見が出たということで、また審議会の委員の皆様にもちょっと

お話を投げかけてみたいというふうに思います。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 さっき分かりやすく実績と目標が混在してるって言われて、確かにそういう

ような感じなので、何か混乱するのじゃないかなと思いますんで、ちょっとまた検討して

いただけたらと思います。

それと、４０ページの下のところの（５）の基本目標達成に向けての課題の中で、丸の

２つ目で、米子市では、県と協力して太陽光発電システム導入補助、鳥取スタイルＰＰＡ

や省エネお助け隊による事業者向けの節電施策のＰＲを行っていますと書いてありまして、

このＰＰＡっていうのは、特に補助があるわけじゃないと思うんですけど、そこら辺の鳥

取スタイルＰＰＡについて、ちょっと教えてもらっていいですか。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 そうしましたら、ＰＰＡモデルがどういったもの

かということを御説明させていただきます。

ＰＰＡモデルといいますのは、事業者が、例えば個人の宅の、例えば屋根の上ですとか、

あるいは事業者、どこかの事業所についてでもいいですけれども、太陽光発電設備を設置

しまして、設置に係る工事費用は全て事業者側が負担するといったものです。その電気使

用料をもらうという事業スキームでして、個人から見たら、要は、電気は、例えば個人宅

に今のＰＰＡスタイルでおったら、事業者がお金を出して個人宅に載せて、そこの住まわ

れてる方は、その電気を買うといった形になります。ですから、その住んでる方において

は、再エネの電気を使うということが、まず大義ではありますけれども、さらに電気代も

安く済むということと、初期費用がかからないという形で再エネ、安い電気が手に入ると

いう事業スキームでございまして、県の鳥取スタイルＰＰＡにつきましては、補助金のほ

うにつきましては、設置する事業者側に出るといった形の事業になっております。以上で

ございます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 そしたら、その設置費用は、県から補助が出るということでいいんですか。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 委員おっしゃいますように、鳥取県のほうから事

業者のほうに補助金が出るという事業スキームでございます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 そしたら、その設置費用については、ごめんなさいね、ちょっとそこまで調

べてなくて申し訳ない、丸々ですか、何割かなんですか、鳥取県から出るのは。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 その事業が、例えば２分の１とか３分の１とか、

よく決まってるものはあると思うんですけど、この事業につきましては、その事業費全体

の何分の１とかではなくて、どれぐらいの大きさの容量を出すかということで、それによ
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って補助金が決まるといったものですので、丸々ではないですね、大体２分の１ぐらいに

なるんではないかなというふうに思っております。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 そしたら、ちょっと気になったのが、その設置費用が、この場合だと、設置

するその家庭には負担はないけれどもっていう話なんですけれども、丸々補助じゃなかっ

たら、どうしても事業者もどこかにその分負担をしてもらわないと、事業者もやっていけ

ないと思いますんで、どうしても設置費用のある程度は一般の設置された家庭のところに

も負担が来るのではないかなと思ったんですけれども、そこら辺はどのように考えておら

れますか。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 委員おっしゃられますように、恐らく業者側も設

置費用が当然かかりますので、その分単価のほうに加味される、その契約単価をつくると

きに、単価のほうに影響が出てくると思います。ただ、その事業を進めていく中で、結局、

じゃあ屋根を貸して載せる、そこに住んどられる方のメリットがなければ、当然事業とし

て進むもんではございませんので、例えば、再エネを導入したときに、今まで再エネじゃ

ないものの電気代よりも安くなるような事業スキームであるとは思いますので、ある意味

業者にとってもそれを載せる市民の方にとってもウィン・ウィンである事業であるもので

あるというふうに考えております。以上でございます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 分かりました。ただ、そこら辺がちょっと、最初の話を聞くと、設置費用が

かからないっていうところで、何か多少誤解を受けるのかなと。結局、設置費用も県から

ある程度補助が出たとしても、事業者としても負担しなきゃいけない部分があるっていう

のを考えると、最終的には利用される方の、実際に丸々負担するわけじゃないですけれど

も、そこら辺にも跳ね返ってくる可能性はあるっていうところも分かりやすくしないと、

ちょっと私も調べてみたんですが、そこら辺が何か分からないといいますか、という感じ

がしたので、もうちょっと分かりやすくそのＰＲする場合はしていったほうがいいのかな

と思いましたので、これもどうなんですか、もうちょっと何か書き方を変えたほうがいい

のかなっていうふうにちょっと思ったところですんで、これは意見として言わせてやって

ください。

それと、再資源化っていう言葉がたくさん出てくるんですけれども、これまで燃やして

いたごみとかも再資源のほうに進めていくっていうことも含まれてると思うんですけれど

も、一応そういう理解でよろしいでしょうか。

○松田委員長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 再資源化についてのお尋ねですけれども、再資源化の中には、

ごみを燃やした後の灰なども含まれているということでございます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 燃やした後のも、これまでもしとられるんで承知はしてるんですけれども、

これまで燃やしているのも減らしていくっていう意味での再資源化っていうのも含まれて

いるのかって、ごみ全体の総量を減らすのもありますし、燃やすごみ、燃やしていた中で

も再資源にできるものがあると思うんですよ、それも分別して再資源化っていう。
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○松田委員長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 きちんとお答えになってるか分かりませんが、まず、ごみにつ

いては、減量化ということを考えまして、その上で、どうしてもごみとして出てきてしま

ったものについては再資源化するということで考えております。ですので、今の御質問に

対しては、まず、ごみ自体を減量いたしますので、そういった意味では、広い意味では再

資源化にも近づいているというか、そういうふうな捉え方なのかなというところで考えて

いるとこでございます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 分別も、例えば、プラスチックもこれから進めていくとかってあるんですけ

れども、そんなふうに分別していくこともそういう中身には入るんですよね、違いますか。

○松田委員長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 分別を行った上で再資源化するということが当然にございま

す。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 そうすると、何ていうんですかね、分別できるものは、どんどんしていくっ

ていうような方向も何かどこかに入っていってもいいのかなと思って、あんまりそこら辺

が、再資源化っていう言葉で終わってるというか、その中身がちょっと伝わりにくいよう

な気がして、どういうふうに再資源化していくのか、それを進めていくのかっていうとこ

ろももうちょっと具体的に書いたほうがいいのかなと思ったところです。全体、ちょっと

ざっと、全部見切れているかどうか私も分からないですけど、私読んだ感想としてはそう

いうのを感じましたんで、焼却することでやっぱりＣＯ２が当然出てきますんで、それを

減らしていくっていうことも当然この計画の中では必要だと思いますんで、焼却ごみを減

らしていくためにも分別を進めて再資源化するとか、もうちょっと分かりやすい表現があ

ってもいいのかなと思いましたけれども、どうでしょう。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 御意見いただきありがとうございます。先ほども

申しましたように、今後も審議会のほう続いていきますので、今あった御意見のほうは、

その審議会の場で委員さんの方からこういう意見がありましたということで共通認識を持

ちまして、じゃあどうしましょうかという話をさせてやっていただきたいというふうに思

います。以上でございます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 じゃあ、最初に言った分も併せて、ぜひともちょっとそこら辺も検討してい

ただければと思いますので、よろしくお願いします。以上です。

○松田委員長 ほかに意見等ございますか。

まず、１３ページの中ほど、ウの地域脱炭素化促進事業というところについ

てなんですが、この中ほどからゾーニングの話が出てくるんですけど、つらつら読んでい

くと、ゾーニングに対しての必要性というものは認識しているにもかかわらず、最終的に

は促進区域の設定は行わずというふうになっているんですが、これ以前も多分御指摘した

と思うんですが、バイオマス発電所の件や周辺町村の風力発電の件などを見ても、やはり
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先にゾーニングをしておかないと、結局、できてしまってからは自治体には何の権限もな

いということが、いろんなところから分かりますので、推進区域の設定は行わないまでも、

自治体が開発を禁止するエリア、ネガティブゾーンというそうなんですが、そういったも

のを事前に設定するということは早急に検討しないといけないのではないかなと思うので

すが、その辺りのお考えを伺いたいんですが。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 そうしますと、今の御質問ですが、地域のゾーニ

ングについて、設定するべきではないかということだと思います。

まず、ちょっと一般論といいますか、開発しない地域を設定したらどうかというところ

が、まず最終的にあったんですが、まず一般論からお話をさせてやっていただきます。こ

のゾーニングにつきましては、例えば、気候などの自然的条件、こちらだけではなくて、

あるいは産業ですとか都市構造ですとか交通体系、人口形態などですけれども、そういっ

た社会的条件も踏まえて決める必要があると、つまり、まちづくり全体を考えてゾーニン

グをしていくべきだというふうなものがこの考え方でありまして、すぐすぐにそのゾーニ

ングをして、ここが導入の促進地域だよっていうことを決めることは、現段階では考えて

いないところになります。

ちなみに、この法でいうというかこの計画でいうゾーニング促進地域につきまして、私

でちょっと知ってる範囲になりますけれども、県内で設定しているところはゼロでござい

まして、島根県でも１つの町で設定しているだけでございます。全国でもたくさん市町村

ありますけど、６０ぐらいにとどまってるところがありますし、実際設定しているところ

についても、じゃあ、その計画の趣旨に沿った設定、何ていうか、実のあるものというこ

とではなくて、本当に簡単なゾーニングがしてあるだけのところで６０ぐらいあるという

ことです。先ほど県内ゼロと申し上げましたけれども、鳥取県においてもその都道府県基

準というのを策定していない状況にありまして、仮に米子市が設定するということになり

ますと、都道府県基準を踏まえて設定するのが当然望ましいんだろうなというふうに思慮

しておりまして、引き続き、その計画上での促進地域というものは、後々いつかは考えな

いといけないことではある課題であるというふうには考えておりますけれども、鳥取県で

すとか、あるいは、ほかの市町村の動向をただいま注視している段階でございます。

この促進地域の趣旨といいますのが、先ほど言いましたように、導入をする地域をまち

づくりの視点で、例えば、ここはこういう地域です、ここはこういう地域ですって設定し

ていくものでありますので、あくまでも先ほど言われたようなレッドゾーンといいますか、

ここは駄目ですよっていうようなものを設定する計画ではございませんので、この計画上

では、先ほどのすぐすぐに推進地区を設定するつもりはないということを申し上げたと同

じように、そのレッドゾーンなりをこの中で決めるということは、今の段階では考えてい

ない状況にございます。以上でございます。

○松田委員長

このゾーニングがすごく私は大事だなと思うのは、これをするには必ず住民

の方々と密に対話をしないといけないんですね。その中で、その脱炭素っていうものが、

逆に、例えば豪雨災害につながるとか健康被害につながるとかいうところとどのように折

り合いをつけるかっていうこと、あと、その地権者の人のその権利みたいなものとどう折
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り合いをつけるかっていうことを対話するきっかけになると思います。県がまだ決めてな

いからということだったんですけど、今、やはり困り事を抱えてる地域から、そういう自

治体からそういう計画が出てくる可能性もありますので、できればバイオマス発電所の教

訓を踏まえて、米子市がそれをリードするような立場を取っていただきたいなというのが、

計画にできれば盛り込んでもらいたいなというのが私の要望です。

次に行きます。次、１９ページですが、一番右下の棒グラフっていうんですかね、これ、

なってるところが、これ円グラフのほうがもしかして見やすいのかなっていうふうに思う

ので、ちょっとその辺りをまた審議会に御相談いただけたらなと思います。

それと、あと２０ページのところで、この２０ページに引っかけて言うんですけど、こ

の最後のほうに向かって、各基本目標ごとに施策の柱ごとの個別施策っていうのに、市民、

丸とか市、丸とかっていう表がどんどん出てくるんですけど、それを見ると全般的に市民

の役割っていうのが少し弱いなというふうに感じました。

それで、この２０ページのところにアンケートの結果として一番下のところに、例えば、

健康上の理由で参加が難しい層も一定数存在し、体に負担をかけずに貢献できる活動の提

案等が考えられるというような記述があるんですが、今のところ何か具体的にそういう活

動を盛り込むという考えはないですか。

○松田委員長 相田環境政策課係長。

○相田環境政策課環境・脱炭素推進担当係長 相田でございます。今の御質問は、ＰＤＦ

の２０ページの一番下のとこですね、健康上の理由で参加が難しい層の具体案はあるかと

いう御質問と理解しました。

具体的には、これはジャストアイデアでございますが、アンケートを見ると、その環境

保全活動というものをかなり、言葉は悪いですけど、大きく捉えてる方もいる。要は、そ

のボランティアに参加しなければいけないだとか、環境保全を直していかなきゃいけない

というような、大きいふうに捉えてる方もいる。けれども、我々の環境を取り巻く改善活

動っていうのは、もちろんそういう大きいことも大事なんですけれども、例えば、身近の

ごみを１つ拾うだとか、環境に関する学習を１つするだとか、そういったことからも啓発

的な意味で重要というふうに捉えています。

だから、御質問に戻りますと、健康上の理由で、例えば外に出られない方に対しては、

ユーチューブを通して、今できることは、例えば家で分別を１つすること、これも環境に

十分寄与してますという意味で、市民の皆さんのマインドを変えるような発信をしたいな

というふうに思っています。このほか我々のスタッフでユーチューブチャンネル、かなり

今、非常に力を入れてますので、この点に限らず、いろいろ力を入れていく予定でござい

ます。以上でございます。

○松田委員長

具体的にありがとうございます。そういったものが見えると、市民の方も参

入しやすくなるかなというふうに思います。私からは、例えば再生可能エネルギーの割合

の高い電気を買うとかいうことも含まれてくるのかなと思いますので、分かりやすく市民

に発信する機会があればと思います。

あと、４３ページ、気候変動適応策の推進のところに水源かん養林の保全及び育成とい

うのがあるんですが、これがどのように気候変動の適応になるのかっていうのがちょっと
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分かりづらいんですが、御説明をお願いしたいです。

○松田委員長 相田環境政策課係長。

○相田環境政策課環境・脱炭素推進担当係長 相田でございます。御質問は、この水源の

更新や開発の推進と緩和策の関連性という御質問と理解しました。

まず、この中身、具体的にはどういうことをしてるかというと、廃止した工業用水道の

水源を新たに上水道の水源として活用するための事業ということで、その運用を開始した

ということが実績として報告を受けております。

確かにその気候変動適応策について、立ちどころにどうつながるかというところが分か

りづらいかと思いますので、ちょっとその表現につきましては、また検討させてもらって、

よりよい形にしていきたいと考えております。

○松田委員長

ちょっと水道局のほうにこれについて聞いてみたんですけど、一応もう水道

局のほうでは、この水源かん養林は、これ以上は増やさないというような方針であるとい

うことを聞いているのと、あと、倒木の管理っていうのはするんだけど、この保全・育成

っていうとこに関しては、基本的には水道局としては投げっ放しにしておくほうがよいと

いう考え、何かこう、朽ちた葉っぱなどがよりよい効果があるので、何もしないっていう

のが基本だっていうことって伺ったので、ちょっと保全と育成っていうところが矛盾する

なと思ったので聞いてみましたので、その辺りの整理をしておいていただければと思いま

す。

あと、５１ページの（３）基本目標達成に向けての課題というところの２番目の丸のと

ころなんですが、新たにリサイクルプラザの資源化処理後のプラスチック残渣の一部を外

部処理したことによって最終処分量の低下につながりましたとありますが、この外部処理

というのはどのような処理をされているんでしょうか。

○松田委員長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 具体的には、民間処理施設のほうに搬入しまして、そちらのほ

うで処理を行っていただいてるということでございます。以上です。

○松田委員長

その処理はどのような処理ですか。

○松田委員長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 プラスチックの残渣の処理でございますが、基本的には可燃処

理ということで承知してるとこでございます。

○松田委員長

燃やしてるってこと。

○松田委員長 いいですか。答弁ですね。

高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 すみません、先ほどの答弁、訂正させていただきます。資源化

ですね、燃料を作っているところでございます。以上です。

○松田委員長

結局は燃やして、それを燃料にしてるっていうことですので、その行った先

でどの程度のＣＯ２削減効果があるのか、逆に出ることになってないかっていうのは、や
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っぱりチェックをしておかないと、これで最終処分量が低下した、イコール脱炭素ってい

うことの整合性が取れないのではないかなと思うので、ちょっとその辺りはしっかり精査

した上で、この最終処分量の低下がよしとするっていう目標値になってますので、これが

脱炭素にいいことであるという表現になってると思いますので、いいことであるというそ

の理屈がつくように、少し精査して、その辺りが説明がつくようにしといてもらえたらな

と思います。

最後に、５３ページの先ほど御説明いただきました自然共生サイトへの水鳥公園の登録

のことなんですが、大変すごくいいことだと思っておりますので、何とか登録がされると

いいなと思っておりますが、私から少し御提案をさせていただくとすると、集客というこ

とにも寄与するとは思うんですが、また逆に、これを環境学習ということに、第一義の環

境学習ということに立ち返りますと、小山市の渡良瀬遊水地というところは、アジア湿地

学校ネットワークに参入をして、日韓の環境教育の交流会などを湿地ということを介して

やっておられます。もう教育長もおられなくなったんですけど、こういったことにもさら

に生物多様性ということで参入できるかなと思ったり、あと、城山ですよね、米子城山に

関しても、希少植物を保護する活動をされている団体があると伺っておりますので、そう

いったことからも生物多様性の湿地とちっちゃい小山ということで、環境学習にも寄与す

るとともに、これもまた一つ観光のコンテンツ化ができるのではないかなと思いますが、

その点に関しては、副市長、何かコメントいただけませんでしょうか。

○松田委員長 伊澤副市長。

○伊澤副市長 、御提案として受け止めさせていただき

たいと思いますが、特に今時点でそのコンテンツ化について、私見は持っておりませんの

で、私個人としての意見はありません。面白い取組だとは思いますが、それを観光と結び

つけるとどんな成り立ちになるのかなというのは、今ちょっと具体的なアイデアは持ち合

わせておりません。

それから、ちょっといい機会なので、先ほど担当のほうが十分答弁できませんでしたが、

ＲＰＦ、プラスチックの燃料は、これは明らかにＣＯ２の削減になります。これは燃料化

して、化石化燃料の代わりにそれをボイラー等で使いますので、その分だけ化石化燃料を

使う量が減ります、その先でですね。ということは、当然ＣＯ２の削減につながると、こ

れはもうＲＰＦ、プラスチックの再生燃料の基本的なスキームでありますので、御答弁申

し上げておきます。以上になります。

○松田委員長

ありがとうございます、よく分かりました。そういった説明が市民の方にも

できると、すごく理解が進むと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で

す。

○松田委員長 ほかに意見等はございますか。よろしいですか。

〔「なし」と声あり〕

○松田委員長 ないようですので、本件については終了します。

民生教育委員会を暫時休憩いたします。

午後１時４８分 休憩

午後２時２６分 再開
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○松田委員長 民生教育委員会を再開いたします。

この際、高浦クリーン推進課長が発言を求めておられますので、これを許可します。

高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 すみません。失礼いたします。先ほど米子市環境基本計画のパ

ていただいた件について、訂正をさせていただきたいと思います。

リサイクルプラザの……。

○松田委員長 ちょっと待ってくださいね。これで許可を申し出るか、諮るんじゃないん

ですか。いいですか。

（発言する者あり）

○松田委員長 じゃあ、高浦クリーン推進課長、どうぞ。

○高浦クリーン推進課長 リサイクルプラザのプラスチック残渣の一部を外部処理して

いるということについて、どのような処理をしているのかということにつきまして、ＲＰ

Ｆ、燃料化しているということで答弁をさせていただいておりましたけれども、不燃残渣

につきましては、やはり燃やしていると、事業者のほうで燃やしているという処理をして

いるところでございました。ここの出ている項目が、ごみの減量化であるとか資源循環と

いうところでの項目でございましたので、全てがその脱炭素につながっているわけではな

いということで御承知いただければというところで考えているところでございます。以上

です。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 ちょっと高浦君、確認だけど、燃やす業者は県内だよね。

○松田委員長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 はい、県内の事業所でございます。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 残渣だったら県外持って出せれんし、助燃材にもなってないわけで、助燃材

にして初めて県外へ出せるんで。了解しました。

○松田委員長 ここでお諮りいたします。

先ほど、高浦クリーン推進課長の発言訂正の申出、許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と声あり〕

○松田委員長 御異議なしと認め、高浦クリーン推進課長の発言の訂正の申出を許可する

ことに決しました。

民生教育委員会を閉会いたします。

午後２時２９分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

民生教育委員長 松 田 真 哉


